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プ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税
(
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
)
の

創
設
と
変
容
l
i
A
H
8
6
と念
O
D
R
E
G
-

てと
口

田

ヲム

夫



プ
ル
タ

i
ニ
ユ
に
お
け
る
新
税
(
十
分
の
一
、
二
十
分
の
一
税
)

の
創
設
と
変
容

1
l
l
A
H血
肉
ぽ

V
と
入
国
σ。ロロ
m
B開
E
V
I
-
-

土
口

田

ヲム

夫

tま

し

カミ

き

戦
後
わ
が
国
学
界
に
お
け
る
最
大
の
関
心
事
は
、
三
一
口
で
い
っ
て
封
建
制
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
る

ま
い
。
そ
れ
は
、
戦
後
わ
が
国
の
社
会
が
解
決
を
せ
ま
ら
れ
た
課
題
と
し
て
、
そ
の
残
存
せ
る
前
近
代
的
要
素
の
廃
棄
を
背
負
っ
て
い
た
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以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、

西
欧
諸
国
に
お
け
る
封
建
制
廃
棄
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の

移
行
を
画
す
る
市
民
革
命
の
問
題
が
主
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
研
究
は
主
と
し
て
社
会
H

経
済
史
学
の
側
か
ら
な
さ
れ
、
封
建

的
諸
権
利
の
廃
棄
を
基
本
課
題
と
す
る
市
民
革
命
が
攻
撃
対
象
と
じ
た
絶
対
王
政
の
基
礎
構
造
、

つ
ま
り
、

ア
ン
シ
ア
ン
H

レ
ジ
ー
ム
期

に
お
け
る
「
封
建
的
土
地
所
有
し
の
歴
史
的
内
容
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
力
が
そ
そ
が
れ
た
。
こ
こ
で
、
絶
対
王
政
は
そ
の
封
建
的
性
格

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
封
建
的
残
浮
の
克
服
と
い
う
現
実
的
課
題
は
封
建
制
に
関
す
る
多
義
的
理
解
を
生
ず
る
結
果
と
な
り
、
封
建
制
概
念
の
明
確
化

が
要
請
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
封
建
制
の
起
源
が
問
題
と
さ
れ
、
中
世
国
家
に
お
け
る
封
建
制
の
研
究
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

分
野
は
、
就
中
、
政
治
H

法
制
史
学
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
封
建
制
は
主
と
し
て
「
レ

l
ン
制
(
H
h
F
5
4司
2
2
)」

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
王
政
は
、

分
散
状
態
を
克
服
し
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
近
代
的
性
格
が
強
調
さ
れ
た
。

「レ

l
ン
制
」
を
も
っ
て
国
家
秩
序
を
保
た
ざ
る
を
得
な
い
公
権
力
の

以
上
の
如
き
研
究
状
況
か
ら
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
絶
対
王
政
を
問
題
と
す
る
場
合
、

さ
ら
に
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
を
問
題
と
す

る
場
合
、

こ
れ
ら
二
つ
の
絶
対
主
義
像
の
不
離
に
、

し
た
が
っ
て
ま
た
社
会
H

経
済
史
的
発
展
と
政
治
法
制
史
的
発
展
の
祖
師
に
直
面
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
の
不
離
を
媒
介
統
一
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
「
身
分
制
」
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た

Q

こ
の
観
点
か
ら
す
る
媒
介
統
一
の
試
論
が
、
成
瀬
治
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
成
瀬
氏
は
ま
ず
、
絶
対
主
義
の
現
実
は
決
し
て

「
静
態
的
」
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
き
び
し
い
緊
張
を
は
ら
む
「
動
態
的
」
政
治
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
出
発
点
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
緊
張
関
係
、

「
動
態
的
」
政
治
過
程
の
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
絶
対
王
政
下
に
お
け
る
「
身
分
制
」
原
理
お
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よ
び
こ
れ
を
支
え
る
「
家
産
的
」
観
念
の
存
在
を
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
に
お
い
で
す
ら
、
身
分
制
議
会
の
存
続

(
恒
三
回
目
】
門
S
E
n
-
m
g
M
)、
高
等
法
院
(
司
同
ユ
仲
間
足
早
る
を
核
と
す
る
中
世
的
国
法
観
念
の
存
続
が
王
権
の
一
元
的
支
配
を
制
約
し
て
い

半
封
建
的
土
地
所
有
」
の
形
成
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
領
主
制
の
再
編
成
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
場
合
、

る
場
合
、
ま
た
、
官
職
売
買
守
合
同
口
広
仏

2
0
E
Bる
お
よ
び
そ
の
世
襲
化
が
、
絶
対
王
政
の
基
礎
構
造
に
お
け
る
「
寄
生
地
主
制
日

そ
こ
に
は
「
身
分
制
」

原
理
お
よ
び
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
産
的
」
観
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

シ
ユ
テ
ン
デ
的
な
「
旧
き
権
利
」
の
観
念
が
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
V
と
さ
れ
る
場
合
。
成
瀬
氏
が
市
民
革
命
以
前
の
社
会
に
お
け

A
近
代
的
自
然
権
思
想
の
形
成
に
対
し

てる
「
身
分
」
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
検
討
を
提
唱
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

本
稿
は
「
身
分
制
し
研
究
の
一
環
と
し
て
、
絶
対
主
義
国
家
に
お
け
る
「
身
分
制
」
的
要
素
の
吾
評
価
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、



特
に
財
政
史
的
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
絶
対
王
政
期
の
国
家
財
政
に
お
け
る
家
産
的
性
格
は
、
国
王
に
属

す
る

A
号
B
戸山口
m
V
な
い
し
は
、
入
門
H
5
5
ι

。B
S
E
5円V
v

を
考
慮
す
れ
ば
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
方
、
王
国
租
税
に
お
け
る
「
身

分
的
」
特
権
の
制
約
に
つ
い
て
も
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
身
分
的
」
特
権
の
制
約
に
よ
る
租
税
収

入
の
停
滞
は
、
生
産
関
係
の
変
化
に
よ
る
王
領
地
収
入
の
漸
減
、
国
家
経
費
の
膨
張
と
あ
い
ま
っ
て
絶
対
王
政
の
財
政
危
機
を
惹
起
し
、

こ
の
財
政
危
機
が
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
直
接
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
絶
対
主
義
財
政
に
お
け
る
「
身
分
的
」

「
家
産
的
」
要
素
の
検
討
は
意
味
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

市
民
革
命
後
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
に
お
け
る
、
権
力
と
所
有
、
統
治
権
H

徴
税
権
と
財
産
権
の
分
離
に
も
と
づ
く
近
代
的
租
税
の
成
立
、

い
わ
ゆ
る
租
税
国
家

3
Z
5
3
g三
)

税
(
岳
凶
即
日
巾
)
二
十
分
の
一
税
守
山
口
程
一
昨
日
2
)
と
い
う
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
直
接
税
の
改
革
に
焦
点
を
あ
て
て
、
こ
の
間
題
を
考
え
て

確
立
の
問
題
が
、
絶
対
王
政
期
に
い
か
な
る
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
。

本
稿
は
、

十
分
の

み
た
い
。
こ
れ
ら
の
新
税
は
後
に
検
討
す
る
ご
と
く
、
極
め
て
近
代
的
・
合
理
的
性
格
を
持
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
新
税
が
近
代
的
・
合
理

的
色
彩
を
お
び
て
出
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
新
税
が
本
来
意
図
さ
れ
た
性
格
を
い
か
に
変
容
す
る
か
。

新
税
の
変
質
に
あ
た
っ
て
「
身
分
制
」
的
原
理
が
い
か
な
る
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
か
。
か
か
る
諸
点
の
検
討
を
通
じ
て
、
絶
対
主
義
時
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代
に
お
け
る
「
身
分
制
」
的
要
素
の
再
評
価
と
い
う
課
題
に
一
例
を
供
し
た
い
と
思
う
。

ま
た
、
新
税
創
設
の
問
題
を
特
に
ブ
ル
タ
l
ニ
ユ

(出

g
同回目以吋
0
4
日口氏

EM)
の
存
在
と
い
う
地
方
的
特
権
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
ベ
イ
日
デ
タ
守
品
目
円
舎
三
回
)
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、

財
政
一
一
元
化
の
よ
り
進
ん
だ
べ
イ
H

デ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
匂
若
田
円
色
町
内
昨
日
C
ロ
ろ
に
お
け
る
場
合
以
上
に
、

お
け
る
新
税
の
変
容
の
問
題
が
よ
り
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
切
円
由
同
国
ぬ
ロ
巾
)
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
理
由
は
、

ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
が
身
分
制
議
会

王
国

「
身
分
制
」
的
要
素
と
の
関
連
に

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ル
タ

l
ュ
ュ
に
お
け
る
新
税

-王EMZ司(

l

)

成
瀬
治
「
絶
対
主
義
と
は
何
か
」
(
「
歴
史
教
育
」

8
ノ

9
)

(
2
)
成
瀬
治
「
」
初
期
自
由
主
義
と
「
身
分
制
国
家
」
|
|
ー
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ

ル
グ
憲
法
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
|
|
L
(
「
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
」

8
)

九
三
頁
。

(
3
)
本
稿
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
十
分
の
一
税

(
E
H
5
5
0
)

は
教
会
十

分
の
一
税
(
己
目
。
)
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
φ

め
る
こ
と
に
留
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

(

4

)

絶
対
王
政
の
一
元
的
支
配
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ベ
イ
日

デ
タ
の
意
味
に
つ
い
て
極
度
に
過
少
評
価
が
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
《
辺

品
タ
・
プ
ロ
グ
ワ

y
y
オ

境
の
地
方
に
は
地
方
等
族
会
な
る
も
の
が
あ
っ
て
税
の
協
賛
を
行
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
氷
久
課
税
が
き
ま
っ
て
か
ら
は
中
央
政
府

一

、

ブ

ル

タ

!

ニ

ユ

に

お

け

る

王

国

財

政

と

州

財

政

で
決
定
す
る
課
税
額
を
丸
の
み
に
し
、
そ
れ
を
各
納
税
者
に
ふ
り
あ
て
る

カ
ピ
タ
シ
ホ

γ

グ
ア

γ
一
ア
イ
エ

1
ム

仕
事
だ
け
を
行
い
、
臨
時
的
な
人
頭
税
や
二
十
分
の
一
税
が
課
さ
れ
る

と
き
だ
け
王
政
府
と
折
衝
し
た
。
そ
れ
も
ア

γ
タ
シ
ダ

γ
の
強
圧
に
よ
っ

て
王
命
の
拒
否
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
頑
強
な
抵
抗
者
に
は
王
署
名

の
逮
捕
状

Z
2
8
己
目
口
山
口

r
E
が
ま
っ
て
い
て
誰
で
も
即
座
に
逮
捕
さ

れ
、
裁
判
も
さ
れ
ず
に
投
獄
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
》
松
平
斉
光
「
フ
ラ
ン

ス
革
命
と
一
元
的
国
家
観
」
(
日
本
政
治
学
会
年
報
一
九
六
三
年
「
政
治

思
想
に
お
け
る
抵
抗
と
統
合
」
)
五
頁
。

王
権
に
よ
る
一
元
的
支
配
の
進
展
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一

元
的
支
配
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
王
権
が
こ
う
む
っ
た
制
約
を
軽
視
し
て

は
な
る
ま
い
。
本
稿
は
新
税
の
創
設
と
変
容
の
問
題
に
限
っ
て
、
絶
対
王

政
の
所
謂
一
元
的
支
配
の
実
態
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
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ベ
イ

H
デ
タ
に
お
け
る
王
国
財
政
の
進
展
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
し
て
州
財
政
が
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
得
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
十

分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
の
創
設
と
、
そ
の
州
に
お
け
る
実
現
形
態
を
問
題
と
す
る
の
で
、
ま
ず
、
ブ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
王
国
財

政
と
州
財
政
の
構
成
に
つ
い
て
一
応
の
検
討
を
す
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

ブ
ル
タ

l
ニ
ュ
で
お
こ
な
わ
れ
る
租
税
な
ど
の
徴
課
は
基
本
的
に
は
ブ
ル
タ

i
ニ

ュ

公

領

時

代

に

設

定

さ

れ

た

い

わ

ゆ

る

A
口
出

E
Z

王
国
併
合
後
も
継
続
し
て
維
持
さ
れ
、
王
国
租
税

Q
B旬
。

z
g
Eロ
MC
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
イ

円

H
C
2
5れ
V
が
、



H
dノ
レ
タ
シ
詩

γ
と
の
対
比
に
お
い
て
、

タ
イ
ユ

か
っ
た
ベ
ゆ
え
に
ブ
ル
タ

i
エ
ュ
に
存
在
ぜ

消

費

税

議

税

釘

与

丸

山

花

〉

、

が

こ

れ

で
L

あ
る
。

侍
方
、
新
税
の
髭
設
、
櫛
用
金
合
同
ド
グ
出
片
倉
田
〉

V'-

部
え
ば

が
当
該
地
方
の

し
て
要
求
さ
れ
、

に
州
が

の
余
額
と
い

人
ハ
M
W
認
さ
ロ
日
)

に
対
し
て

」
と
は
で
き
な
し

、
と
い

て
お
り
、
こ
れ

一
部
会
〈
出
窓
訟

の
存
在

理
由
で
あ
っ
た
と
問
時
に
、

ブ
ル
タ

i
ニ
ュ
に
お
け
る

た
G

ブ
ル
タ
;
ニ
ュ
に
お
け
る
財
政
側
制
度
を
大
別
す
れ
ば
、
主
国
財
政
が
の
金
権
を
も
っ
て

の
同
意
を
必
要
と
す
る
部
分
と
に
わ
け
ら
れ
、
訴
え
て
、
ブ
ル
タ
l
ユ
ュ
謡
有
の
州
財
政
が
存
在
し
た
の
で

に
額
約
を
加
え
か
っ
郎
知
数
制
度
自
体
を
緩
め
て

諒
せ
る
も
の
と
し

う
る
部
分
と
議
会
ハ
H

し
た
が
っ
て
、

場
合
、

ペ
イ
日
デ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
こ
と
な
る
多
く
の

た
の
で
あ
る
ο
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以
下

王
国
財
致
と
姉
財
政
令
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の

ペコ
ペコ

川、、
c

，ザ
J

S

U

主
一
匿
露
政

H，

cu議
-
白
一
)

(1) 
判

徴
収

全
権
を
お
ナ
る
部
分
。

こ
れ

収
入
。

も
の
と
し
て
は
、

物
権
移
転
の

の
登
録
税
、

の
登
記
税
の

含

ng件
目
合
同
三

も
の
で
あ
る

{
山
内
山
口

C
ロ
ヤ

円。rv、
入門

H
S山
片
円
山
町

A
仏
H
C
X
〈
凶
作
山
口
郡
山
口
同
恒
三
芯
ロ

V
、

る{
03 
~(J) 

邦
男IJ

さ
えも

た
書
式
を
防
次
期
加
さ
せ
る

A
骨
C
戸丹仏語仲片岡
H
H
V
B
V
、
お
よ

封
地
取
得
税

門山花叫吋
mwHHna
虫
色
V



こ、れ《
L

ツの

な
お

能
、
火
薬
、

ブ
ル
タ

i

ュ
に
お
け
る
新
税

(同

2
3巾ぬ恥岡阿部話}巾〉

と

つ r~

喜子
ず草

え話

さ
ら

ま
た
、
こ

に
よ
っ
て

に
よ
っ
て

Q
O出
合

}upyp
ュ。吋
ω同
門
知

uu

L却

の

の
も
少
額
あ
っ
た

不
拐
で

総
括
請
負
に
よ
ら
ず
直
接
徴
収
〈
同
尚
北
川
刊
な
怠
2
5〉

ハ
表
出
参
照
)

(ロ)

(言。ロ
O
H
V
C
Z
る
収
入
。

'--

の

で
お
っ
て
、
表
聞
に
治
さ
れ
る
知
く
で
あ
る
。
そ
の

ハM
M
C
2
2
2
5
2抽
出
意
吋
山
作
品
、
貨
幣
鋳
議
な
ど
の
専
売
・
独
出
が
あ
る
。
徴
収
方
式
は
総
説
請
負
に
よ
る
。

に
お
い
て
圧
録
的

税
収
を
あ
げ
た
も
の
は
、

タ
バ
コ
の

コ
縁
関
税
」

こ
れ
に
は
、

守す

〈
号
同
日
刊
命
名
瓶
入
。

η，命
令
Ji

 

に
船
舶
の
出
入
に
関
し
創
設
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

A
骨
c
x
p
害時仲間

2
E
4
5∞V
、
入
仏
同
氏
叶
含

Z
U
Z
υ
n
M
V

ハ

r
F
M
M芯
4
0
片品門
2

2陪
5
2
M
V
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ブ
ル
タ
i

止
に
お
け
る
局
地
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、

の
税
収

を
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
い
。
王

こ
れ
ら
に
統
一

ふ
ハ
仏
門

O
X

ハ
ふ
き
た
田
口
訪
日
向
。
叫
同
吋
凶
器
〉
と
し
て
、

含

器

部

0
5
℃
認
さ
ロ
HgmwMMV
お
よ
び
入
門
町
三
神
仏
巾
仏
OFMmgmvv
が
合
加
さ
れ
る
。

表
出
の
金
額
は
こ
れ
ら
の
総
計
で
あ
る
。
徴
収
は
総

括
請
負
に
よ
る
。

る。

そ
の
他

以
上
、
主
と
し
て
略
総
括
請
負
に
よ
っ
て
撤
収
さ
れ
た
も
の

た
が
、
日
間
方
式
で
徴
叙
さ
れ
、
税
目
な
ど
静
細
不
問
問
の
も
の
が
あ

の
み
表
出
に
一
万
す
。

加す

高
接
数
板
ハ

m
s
r
m
hゑ
芸
日
開
〉
に
よ
る
も
の
。



こ
の
項
目
に
は
多
く
の
商
品
流
通
税
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皮
革
、
食
肉
、
澱
粉
、

び
商
品
検
定
料
(
自
由

2
5凹

(

円

2
2
仏ピ
m
g
C
家
具
販
売
額
に
対
す
る
八
九
士
山

g
w
g
吉
正

-
2
5
V
、

(1) 表

北
大
文
学
部
紀
要

ブルターニュにおける王国財政収税額(1778年〉

式方収徴金額
(リーブノレ〉

目項

国王が全権を有する部分(1) 

総括請負

直接徴収

1，877，708 

153，164 

イ〉国王直結財産

総括請負

イシ

タ

ク

3，903，194 

42，832 

799，344 

21， 411 

コ

薬

務

造

ロ〉専売・独占

業

鋳

ノ、タ

火

郵

貨
便

幣

ク1，792，285 税関ハ〕海

ク62，349 他のニ〉そ

カ
ル
夕
、
紙
・
厚
紙
に
関
す
る
商
品
流
通
税
お
よ

お
よ
び
官
職
(
。
毘
ロ
2
4

直接徴税

ク

タ

ク

タ

ク

タ

タ

ク

タ

318，968 

20，631 

17，147 

99，918 

17，147 

9，513 

39，506 

121，329 

77， 886 

344， 758 

ホ〉直接徴収によるもの

(各種商品流通税，その他〉

皮 革

食肉

澱 粉

カ ノレ タ

紙・厚 紙

商品検定料

<< 4 deniers pour livre>> 

<<droit de marc d'or>> 

<<octroi))国王収納分

裁判・罰金収入

州三部会の同意を要する部分(2) 

直接徴税456，000 イ)<<fouage ordinaire>> 

請 負 制

-133-

720， OOO~如0， 00。ロ)<<impot巴tbillot>> 



ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

所
有
権
の
移
転
に
関
し
て
、
ま
た
な
ん
ら
か
の
特
許
状
、
譲
渡
、
特
権
の
授
与
に
際
し
て
徴
収
さ
れ
る
八
骨
c
F
F
B巴
円

台

円

2
V
、
都

市
の

A
c
n
R
C
F
V
か
ら
の
国
王
収
納
分
、
お
よ
び
裁
判
・
罰
金
に
関
す
る
収
入
。
こ
れ
ら
が
直
接
徴
収
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
徴
収
に
関
し
て
国
王
が
全
権
を
有
す
る
財
政
部
分
に
つ
い
て
列
挙
し
た
が
、
各
税
目
の
収
益
を
表
凶
に
示
し
た
。
こ
の
数
字
は

(同戸口心己
g
z
m
n
F白
H
)

の
監
督
下
に
作
成
さ
れ
た
久
留
三
百
五

5
出口
g
n
B
5
仏
2

1忌
E
E
h印
V

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
統
計
に
は
以
上
列
挙
し
た
も
の
の
他
に
、
総
括
請
負
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
州
三
部
会
に
属
す
る
税
収
に
対
す
る

付
加
税

T
o
g
-
)
C
5
-
-
4
5
)
が
、
直
接
徴
収
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
施
療
院
(
町
名
目
S
E
)
お
よ
び
都
市
に
属
す
る
諸
権
利
に
対
す
る

付
加
税

A
∞
8
5
℃。

2
口
1
2
0
V
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ネ
ッ
ケ
ル

(
]
戸
吋
吋
∞
)

に
よ
る
も
の

(2) 

州
三
部
会
の
定
期
的
同
意
を
要
す
る
部
分

(イj

入門

OEHm巾
。
正
日
ロ
巳

B
V

-134-

こ
れ
は
、
公
領
時
代
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
租
税
で
あ
り
、

王
国
併
合
後
王
国
租
税
と
な
っ
た
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

A
O
E
m白
V
v

の
性
格
は
対
物
税

Q
B唱
。
件
同
品
目
]
)

で
あ
っ
て
、

王
国
の
他
地
方
す
な
わ
ち
ラ
ン
グ
ド
ク

(
戸
山
口
∞
己
目
仏
。
ロ
)
な
ど
南
部
諸

地
方
に
お
け
る
対
物
タ
イ
ユ

(
同
国
ニ

-
m山
片
品
目
ニ
白
)

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
課
税
対
象
は
平
民
保
有
地

(
H
g
c
z
g
Z江
町
内
)

で

あ
り
、

「戸」

(
F
Z
)

を
単
位
と
し
て
課
税
さ
れ
た
。
し
か
し
、
平
民
保
有
地
の
す
べ
て
に
課
税
さ
れ
た
の
で
は
な
く
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
慣

習
法
に
よ
っ
て
、
貴
族
・
僧
族
が
獲
得
し
て
四

O
年
を
経
過
し
、
彼
ら
が
直
接
経
営
を
行
な
っ
て
い
る
平
民
保
有
地
の
場
合
、

お
よ
び
ナ

ン
ト

(
Z戸
丘
町
田
)
、
レ
ン
ヌ

(同州巾ロロ
2
)
の
市
民
、
ナ
ン
ト
大
学
の
役
員
企
名
目
当
芯
〉
造
幣
職
人
の
獲
得
せ
る
場
合
は
課
税
対
象
と
な
ら

こ
れ
を
八
回

-
P
V
と
し
て
納
税
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
都
市
は

A
H
C白
血

-m白V
v

を
予
納
(
与
C
ロロ白
B
O
E
)
し、

し
た
が
っ
て
、

A
H
O
E
m町
内

V
の
納
税
義
務
者
は
も
っ
ぱ
ら
農
民
で
あ
っ
た
。



八時
C

己主
nwv

tこ

の
同
意
が
必
.
擦
と

と
同
時
に
、
そ
の
同
意
は
形
式
的
な
も
の
と
な
っ
た

G

に
議
会
は
関
係
佼

J占
よ

盟
主
の

に
よ
っ
て
な
さ

課
税
・
教
義
の

に
と
ど
会
る
。

れ{ロ)
i土

入門山内
W
4
0
山
内
田
円
片
岡
M
M
℃〈

x
a

カミ

に
は
十
六
世
紀
中

に
関
す
る

の
投
割
誌

の
錬
稽
の
支
持
、

王
爵
の

に
お
け
る
八
也
会
山
部
折
口
門
戸
芸
ゲ
2
2
2
g
v
v
u

で
あ
る
。

あ
っ
て
、

プ
ル
タ
;
ニ
品
の
場
合
、

い
れ
は
小
売
税

2
5伊
丹
念

で
小
売
さ
れ
る
州
外
ブ
ド
ウ
議
一
ピ
プ

に
つ
き
同
じ
く
一

ポ

あ
っ
た(ニL

og 0 

物
議
部
分

一ス

i
六
ド

。フ

父
宮
ニ
え
V
、が

げ
い
王
冨
租
説
と
な
っ

対
す
る
返
還
要
求
が

ア
〕
、

一
七
七

て
い
る
G

徴
税
方
式
は
請
負
担

八日
V
出
門
ロ
グ
持
H
H

阿山口片山
M
H
H
σ

芯
VV

よ
り
、
当
初
は
消

(
ち
℃
る
あ
た
り
密
十
五
ス

i

居
濯
患
で

る
ブ
ド
ウ

の
は
比
較
的
お
そ
く

六
千
リ
;
グ
ル

国
王
裁
判
官

ら
れ
る

J¥  

の

ら
な
る
。

ド
ウ
潟
、

ワ
ン
ゴ

リ
ン
ゴ
器
、
ビ
;
ル

る

に
関
す
る 六

六
閉
山
年
で
あ
る
。
そ
の

チト|

の

議
負
〈
片
品
村
凶
器
常
的
〉
山
仏
師
与
の

れ
た
。

の
議
負
人
が
、
後
述
?
る
州
民
有
の
飲

ら
れ
、

つ
い
で
、

♀
2
0
K
2
)
請
負
人
心

せ
て
い

し
か
し
、
実
際
に

州
の
こ
の

金

ど

!v 

-135-

ピ

さ
ら
に

六
九
七
年
に

消



プ
ル
タ
!
ニ
品
に
お
け
る
新
税

に
関
し
て
は
、

一
六
九
七
年
に
は

万
リ
ー
グ
ル
で

「」、拘一、、、為、

初、し
v
，ず

J
4
μ

七
支
九
年
以
蕗
こ

九
十
万
リ

ヴ
ノレ

以
上
、
ブ
ル
タ

i
ニ
品
に
お
け
る
王
国
財
政
と
し
て
、
州
三
部
会
の
同
窓
を
必
要
と
す
る
に
役
よ
し
な
い
に
せ
よ
、

ま

の
た
め
の

の
財
務
行
政
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ

き
た
。

。〉

収
入

て

A
2
3
w
ふ
坊
の

O
Z
H
o
r
v
、

円
山
内
ニ
ロ
由
{
ロ
戸
同
部
門
目
。
ロ
》

A
r
c
-片

門
回
目
門
岱

HM片
山
伊
同
州
阿
部

内
凶
作
同
凶
山
由

z
w
v
、
お
よ
び

A
ハ
仏
円
三
片
山

E
民
主
HMMmmwv
な
ど
十
七
、

tこ

た
4
u
v

の

ヲ
才
て
し

る
[2l 点

で
タ
イ
ュ
、 の

飽
の
部
分
と
同
様
で

ガ
ベ
ル

滋
税
の
欠
如
が
ブ
ル
タ

i
ェ
ュ
の
特
色

す
で
に

吋州、

と
こ
ろ
で
間
切
ら
か
な
よ
う
に
、
塩

税、が

タ
イ
ユ
は
入
内
O戸
M
m
H
m
州
伶

O
H
L
Z己
完
M
V

に、

消
費
税
は
八
日
M
U
M
V

常

2
M
L
=
E
w
v
に

-13話m

お
し
、
事
実
上

凶

A
S
6
0円
三
宮
己
主
w
v
に
つ
い
て
は
、

六
世
紀
中
に
そ
れ
は
形
式
化
し
た
こ
と
。

っ
て
い
え
ば
州
の
財
政
的
特
権
は
極
め

C
H
(山
吉
白
山

g
v
、

の
定
期
的
同
意
が

工ニ寺、母、

j

T
ヵ

で

た
も
の
と
い
わ

話三
O 

L 
iJ込

し

{4l 

王
権
が
州

-c 

収
入
、

お
よ
び
、

え

E
F
}片
M
V

の

っ
て
い

耕
三
部
会

次
に
税
制
の

め
ら
れ
る
こ
と
。

の

し
て
、



v
hり

税
収
の
少
な
い
こ
と
。
直
接
税
の
税
収
の
固
定
、
特
権
身
分
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。

「
国
王
直
轄
財
産
」
、
「
海
関
税
」
、
「
専
売
・
独
占
」
な
ど
の
収
入
と
比
較
し
て
、

い
わ
ゆ
る
一
般
租
税
収
入
、
就
中
、
直
接
税
の

ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
に
お
け
る
王
国
財
政
の
特
徴
に
つ
い
て
ほ
ぼ
以
上
の
如
く
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
、

王
権
に
よ

っ
て
州
に
な
さ
れ
た
譲
渡
の
意
味
、
直
接
税
に
関
す
る
問
題
が
以
下
の
章
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
。

E 

州
財
政
(
向
山
田
円
出
口
円
品
目

)54山
口
口
正
問
〉

さ
れ
る
財
源
は
、

州
三
部
会
は
王
国
財
政
と
は
別
個
の
財
政
機
構
を
有
し
、

王
国
財
政
の
た
め
の
も
の
と
、
州
固
有
の
諸
経
費
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

一
定
の
財
源
・
徴
税
管
理
を
行
な
っ
た
が
、
こ
の
財
務
行
政
を
通
じ
て
獲
得

(1) 

王
国
財
政
の
財
源
た
る
部
分
。

ノ

一ヴ
1

・
q
J
 

l
 

(イ)

入門]。ロ

m
g
z
x
v

こ
れ
は
、
租
税
で
は
な
い
が
、

王
国
財
政
が
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
三
部
会
に
お
い
て
確
保
す
る
財
源
の
一
つ
で
あ
る
。

王
国
財
政
の
項
で
述
べ
た
如
く
、

め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
金
額
が
固
定
し
て
い
た
た
め
に
、
国
家
財
政
に
お
け
る
諸
経
費
の
増
大
、
貨
幣
価
値
の
変
動
と

八時。己目
m
o
o
E
E
m
H
-
R
V
に
せ
よ
、

A-BH)含

E
E
-
-
E
V
に
せ
よ
、
王
権
に
と
っ
て
そ
の
税
収
は
極

と
も
に
、

そ
の
重
要
性
は
失
な
わ
れ
、
す
で
に
十
六
世
紀
中
に
州
に
対
し
て
新
た
な
財
源
が
探
索
さ
れ
る
。
か
く
し
て
入
門
ゲ
ロ

m
E
Z
5
v

が
登
場
す
る
。
当
初
こ
れ
は
臨
時
の
御
用
金
公
己
)
包
含

R
R
g
E
5
t
B
)

で
あ
る
が
、

二
三
四
年
以
降
、

と
し
て
必
要
時
に
州
三
部
会
と
の
聞
で
交
渉
さ
れ
た
も
の

A
仏。ロ

m
E
E
r
v
の
名
称
を
と
る
と
と
も
に
継
続
的
な
も
の
と
な
る
。

王
権
と
州
の
入
門
H
C
ロ

m
E
E
F
V
を
め
ぐ
る
交
渉
に
際
し
て
、
国
王
は
州
の
同
意
に
先
立
っ
て
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
今
特
権
尊
重
に
つ
い
て
誓
一
目

北
大
文
学
部
紀
要



プ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税(

H
}
 

約
八

g
ロ
R
2
V
を
行
な
っ
た
。
州
三
部
会
は
、

国
モ
側
に
「
契
約
」
内
容
に
関
す
る
違
反

(gロ
可
告
白
耳
目
。
ロ
由
)

の
有
無
を
検
討
し
た
。
し
か

L
、

前
会
期
以
降

金
額
が
ほ
ぼ
一
定
化
し
た
こ
と
、

ノレ

さ
ら
に
、

次
期
の
会
期
に
お
い
て

A
L
Oロ
何
時
三
巴
d
v
を
承
認
す
る
前
に
、

イ
十
四
世
治
世
に
お
け
る
王
権
の
強
化
、
あ
る
い
は

新
た
な
財
政
的
要
求
を
避
け
る
た
め
に

A
L
Oロ
m
g
z
x
v
を
速
や
か
に
承
認
す

一
六
七
一
年
以
後
は
事
前
に
違
反
事
項
の
検
討
は
な
さ
れ
ず
、
開
会
後
た
だ

ち
に

A
L
O
D
m
g
z
r
v
の
承
認
が
行
な
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て

A
g
己
E
H
V
は
形
式
的
に
の
み
存
在
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

る
の
が
よ
い
と
い
う
州
三
部
会
側
の
政
策
な
ど
に
よ
っ
て

A
L
Cロ
ぬ

E
Z
X
V
は、

か
よ
う
に
川
か
ら
国
庫
へ
の
献
納
金
で
あ
っ
て
租
税
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
州
は
州
財
政
の
範
囲
内
で
そ

の
財
源
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
の
特
別
な
税
目
、

い
わ
ば
目
的
税
は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

州
の
一
般
財
源
か
ら
支
出
さ

れ
た

Q
入
門
目
。
ロ
ぬ
E
Z
R
V
も
金
額
は
一
六
三
六
年
以
後
ほ
と
ん
ど
固
定
し
、
約
百
万
リ
l
ヴ
ル
で
あ
る
。
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(ロ)

予
納
王
国
租
税
(
山
口
否
。
お
き
可
出
口
凶
出
t
o
s
h出)

こ
れ
は
十
七
世
紀
末
の
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン

(
2
1
E昨

日

0
ロ
)
以
来
、
新
税
と
し
て
創
設
さ
れ
る
王
国
租
税

C
S
H
U
。
z
g
ヨ5
C

で
中
の
っ
て
、

そ
の
本
来
の
性
格
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
王
国
財
政
の
項
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
の
期
間
、
王
国
財
政
機
構
に
よ
っ
て
課
税
・
徴
税
が
な
さ
れ
ず
、
州
財
務
行
政
の
管
理
下
に
「
予
納
制
」
(
与

S
5
5
3
C

に
よ
っ
で
国
庫
に
収
納
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
王
国
租
税
で
あ
り
な
が
ら
州
財
政
機
構
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
こ
れ
か
一
州

王
国
財
政
機
構
に
よ
っ
て
は
実
現
さ
れ
ず
、
州
財
政
機
構
を
通
じ

」
の
税
目
の
す
べ
て
が
、
各
々
そ
の
存
在

財
政
の
項
に
含
め
た
。
ち
な
み
に
、

王
国
租
税
た
る
以
下
の
新
税
が
、

て
な
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
。
へ
イ
リ
デ
タ
存
在
の
意
味
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
主
要
課
題
で
あ
る
。

ブ
ル
タ
1

ニ
ュ
に
導
入
さ
れ
、

「
予
納
制
」
の
対
象
と
な
っ
た
新
税
の
名
称
、

お
よ
び
「
直
接
徴
税
」
(
み
包
巾
)

に
よ
る
期
間
と
「
予



〔
坤
)

納
制
」
に
よ
る
期
間
を
整
理
す
れ
ば
、
表
貯
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
新
税
に
は
表
に
記
載
の
も
の
の
他
に
、
十
分
の
一
税
♀
E
D
B巾〉

税
(
ロ
古
門
戸
口

g
z
p
B巾
)
が
創
設
さ
れ
る
が
、
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
い
て
は
州
三
部
会
が
こ
れ
を
買
戻
し
た

(gnr己
)
た
め
、

徴
税
さ
れ
て
い
な
い
。

'" . 
1 

¥ J  

カ
ピ
タ
シ
ョ
ン

(門出]叫日仲間片山。ロ)

こ
れ
は
一
六
九
五
年
一
月
八
日
の
王
令

2rzztoロ

]司。可田-巾)

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。

カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
は

本
来
タ
イ
ユ
に
お
け
る
免
税
特
権
の
排
除
を
意
図
し
、
全

階
層
の
人
間
に
課
税
す
る
頭
割
税
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

全
人
聞
を
納
税
義
務
者
と
し
て
二
十
二
の
社
会
的
階
層
に

分
け
、
最
高
二
千
リ
l
ヴ
ル
か
ら
最
低
一
リ
l
ヴ
ル
の
段

階
に
分
け
て
課
税
す
る

(
A
刊
日

HHd-r
仏叩ロ]回目印
V
)
。

し
か
し
、

一
六
九
八
年
に
廃
止
さ
れ
た
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン

カ1

一
七

O
一
年
に
復
活
さ
れ
た
時
に
、

そ
れ
は
配
賦
税

A
F
B旬。門門日開同臥同)間同片山昨日
O
ロV
v

に
変
質
す
る
。

そ
し
て

税
の
割
当
額
を
納
税
義
務
者
へ
配
賦
す
る
場
合
、
担
当

名
品
目
(
通
4

市
山
口
広
口
〔
山
田
王
国

円日何回℃円。
4
5
Q
u
m
、
パ
リ
で
は

北
大
文
学
部
紀
要

(2) 表

の
変
更
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

一
七
二
五
年
に
五
十
分
の
一

州
内
で
は

ブルターニュにおける新税予納期間

予納期間

カピタショシ 1696-1697 

1701-1718 

1719-1733 

1734-1748 

十 分 の 一税 17日一1717

1734-1736 

1741-1748 

二十分のー税

第一・二十分のー税 1750-1756 1757-1786 

第二・二十分のー税 1756-1786 

第三・二十分のー税 1783-1786 
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ブ
ル
タ
i
z
ι

に
お
け
る
新
税

ふ
台
出

持
既
存
の

る
タ
イ
ユ

固
定
し

カ
ピ
タ
シ
ョ
ン

〈
ブ
ル
タ
1
2
品
で
は

の
っ
と
っ
て
そ
れ
を
行
な
っ
た
た
め
に

ブ
ル
タ
!

ュ
に
お
け
る
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
予
納
額
の
液
化
は
表
出
に
一
不
す
。

た
だ
し
、

ブ
ル
タ

i

ュ
に
お
い
て
は
、

一
八
年
以
時
降
、

百
リ
ー
グ
ル
セ
州
財
政
へ
の
援
助
の
た
め
に
割
戻
し

し、

七

一
点
。
年
以
後
王
権
の

は
百
額
十
万
リ
;
ヴ
ル
を
こ
え
る
こ

な
し、な

お
カ
ピ
タ
シ

ン
に
付
加
さ
れ

部
門
}
-
H
M
O

ミ
ロ
4
4
5
V
、

A
2由
巾

H
E
H
3
3仲
V
、
お
よ
び
山
内
障
防
備
・
…
わ
岸
防
矯

る
税
AOHHHMMAX
仏
伶
窓
口
山

2

2円
以
口
氏
2
M
V

、

A

泣
}

て
い
る
c

の
民
兵

(
g
E
Sる
に

合
同
戸
5
2
哲
三
守
円
。
門
出
M
V
J
が
同
時
に

つ
は
〉

税
守
山
口
型
炉
か
認
作
品

十
分
の

平
山
凶
広
告
名
、

二
十
分
の
一
税
は
十
分
の

税
と
同
一
の
原
期
に

キ口、

そ
れ

を
継
承
し
確
定
し
た
も
の
で
る
る
の
で
、

れ
ら
一
向
者
を
一
舗
の

と
し

る。

」
の
租
税
は
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
の

カ
E二

の
も
、

タ
シ
三

γ
以
上

の
改
革
に
お
い
て
革
新
的
性
格
を
も
っ
て
あ

C
H
m

ロロ田町
ZWV
〉
の
ほ
と
ん
ど
欝
習
的
に

(31 表

し
て
の
本
来
の

のカピタション予約額

予約額Eを年

1， 400，000 169 5 -1 6ヲ7

2，000，000 1701-1716 

ぃ
、
単
な
る
タ
イ

王
権
は

1，400，000 1 7 1 7 

1，800，000 1 788 1 734 

額(リーグノレ〉金税定日fす

350，000 <<casernement>> 

203， 000~516， 006 <<milice ordinaire)) 
い
し
四

65， 015~保守， 000

14e 

<<garde-cotes>> 



ら
わ
れ
た
。
こ
の
革
新
的
性
格
と
ベ
イ
H

デ
タ
に
お
け
る
実
現
形
態
の
検
討
を
本
稿
の
中
心
課
題
と
し
て
次
章
以
下
で
取
扱
う
の
で
、
こ

」
で
は
名
称
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

(2) 

州
の
財
源
た
る
部
分
。

(
i〉

入問。己目

mmmuaEC同門出口回目同問
V

一
六
四
三
年
、
州
三
部
会
は
自
己
の
財
源
を
拡
充
す
る
た
め
に
、
起
債
を
行
な
い

A
0
5ぬ
巾
。
丘
町

E
-
B
V
納
税
義
務
者
に
そ
の
償
還
義

務
を
負
わ
せ
た
が
、
こ
れ
は
事
実
上

A
g
a
m
o
E
E回目見
V
に
付
加
税
を
設
け
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が

A
0
5
m
m
日立
g
E
-
E
-
B
V

の
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。

一
六
五
九
年
ま
で
、
こ
の
税
は
経
常
的
性
格
を
持
た
ず
、
徴
収
金
額
も
必
要
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
経
常

的
な
も
の
と
な
り
一
六
六
一
年
以
降
は
金
額
も
通
常
四
十
二
万
八
千
リ
ー
グ
ル
と
な
る
。

徴
税
は
王
の

A
o
g
m目
。
丘
一
口
弘

B
V
と
同
時
に
、
同
一
の
徴
税
名
簿

(H22)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
徴
税
令
書

(BSLOBmE)
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は
別
個
に
議
会
よ
り
発
せ
ら
れ
た
。

議
会
は
納
税
義
務
者
へ
の
税
の
賦
課
に
対
し
な
ん
ら
の
権
限
も
持
た
ず
、
こ
の
税
に
関
す
る
訴
訟
に
対
し
て
裁
判
権
も
有
し
な
い
。
こ

れ
は

A
C
E
m由
民
可

g
E吉
田
一
日

V
の
各
納
税
義
務
者
へ
の
賦
課
額
が

A
g
a巾
C
E
-
5
5
V
の
按
分
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
州
、
が
独
自
に
賦
課
額
な
ど
を
左
右
し
え
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
A
g
m
E
g
V
税
務
官
職
税
(
骨
。
吉
田
仲
g
n
r
h回国
E
n
o百円
2

2叶

-
g
h
o
E
m
g
)
L
、
「
農

村
小
教
区
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
税
務
官
職
税
(
白
骨
巳

m
2
3
5
ロ
d
m
E
H
-出
口
回
目
)
広
三
円
。
ロ
仏
四
回
目
出

B
U田町

r
g
B勺
品
口
町
)
!
一
お
よ
び

入門

H
5
5
門p
g
m
m
z
r
ロ
2
〈巾

-
R
O
C合
V
買
戻
し
に
要
す
る
金
額
が
あ
る
。

な
お
、
同
時
に
徴
収
さ
れ
た
も
の
に

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ル
タ
l
-
二
に
お
け
る
新
税

(
H
U
〉

飲
料
消
費
税

G
S
1
z
g円

-
g
Z
5
8
C

こ
れ
は
州
財
政
に
お
け
る
経
常
収
入
の
最
古
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
最
後
ま
で
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
種
類
も
多
く
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

J
川

1

人
間
吋
出
ロ
門
日
仏

2
6日同
V

こ
れ
は
一
五
九
三
一
年
に
創
設
さ
れ
た
。
当
初
は
、
州
に
入
る
ブ
ド
ウ
酒
を
課
税
対
象
と
す
る
人
仏

g
ユ門

F
E弘同
V
で
あ
っ
て
、
す
べ
て

の
消
費
者
に
転
嫁
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
貴
族
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
に
よ
っ
て
一
六

O
四
年
以
降
そ
の
性
格
を
変
じ
、
居
酒
屋

で
販
売
さ
れ
る
場
合
の
小
売
税
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
一
時
に
多
量
の
ブ
ド
ウ
酒
を
購
入
し
貯
蔵
し
う
る
者
は
担
税
者
と
な
ら
な
く
な
る
。

税
率
は
一
六
九
七
年
以
後
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
金
額
は
各
々
一
ポ

(
言
う
あ
た
り
)

-142-

①
州
外
ブ
ド
ウ
酒
、
五
ス

l
四
ド
ニ
エ
。

⑨
州
産
ブ
ド
ウ
酒
。

イ

産
地
司
教
区
内
小
売
、

一ス

l
九
ド
ニ
エ

Q

ロ

産
地
司
教
区
外
小
売
、
三
ス

l
六
ド
ニ
エ
。

③
ビ

I
ル
、
十
ド
ニ
エ
。

④
火
酒
な
び
蒸
溜
酒
、
二
十
五
ス

1
0

{ロ)

人
司
丘
町
円
山
内
〈
。

-HV

こ
れ
は
目
的
税
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
税
収
の
使
用
目
的
が
州
三
部
会
の
行
な
う
各
種
年
金
(
宮
口
回
目
。
ロ
印
〉

高
等
法
院
、
会
計
検
査

院
(
(
U
E
H
H
H

耳
目
門
同
何
回

(
U
C
S
宮
2
)
な
ど
の
官
僚
の
給
与
の
支
払
い
に
あ
る
。



税
率
は
一
六
六
八
年
以
降
(
一
パ
リ
ク

手
足
同
日
(
右
目
)
あ
た
り
)

② ①  
州、|州
産外
酒酒

二五
リリ

ヴ ヴ

ノレ ノレ

十
五十
ス ス
] ~ ] 

十守

A
O
B
-
x
r
2
z
-
-
E
V
 

一
七
五
九
年
|
一
七
七
二
年
の
期
間
州
に
譲
渡
さ
れ
、
年
額
九
十

こ
れ
は
王
国
財
政
の
項
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
せ
る
如
く
、

万
リ
l
ヴ
ル
の
収
益
を
も
た
ら
し
た
。

，
こ
れ
ら
飲
料
税
の
徴
収
は
飲
料
税
請
負
人

Q
2白山内
B
L
E
F
4
0
5
)

な
い
し
は
請
負
人
組
合

(gBHV品
E
2
P
ロ
H
E
R凹
)

に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
。徴

税
請
負
に
関
す
る
入
札
は
州
三
部
会
の
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た

が
、
入
札
に
対
す
る
王
権
の
介
入
は
著
る
し
い
。

例
え
ば

財
務
総
監

(円。ロ
R
2
2
H
札
口

h
E
-
P町
民
口
出
口
口
出
回
)
は
入
札
参
加
者
に
対
し
、
参

入
札
見
積
書
公

2
E
m印
目
。
ロ
印
)
の
提
出
を
要
求

加
の
諾
否
を
行
な
い
、

し
、
入
札
に
競
合
す
る
請
負
人
組
合
の
設
立
に
も
参
与
し
た
ら
し
い
。

ま
た
、
入
札
の
場
に
お
い
て
も
、
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
な
ど
の
国
王
官
僚

(
8・

日
目
町
田
即
日
吋
2
仏
H
H
H
C
C

が
介
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
王
権
の
入
札
に
関

す
る
一
連
の
行
動
は
常
に
よ
り
高
額
な
落
札
を
得
る
こ
と
に
あ
つ
に
切
}

北
大
文
学
部
紀
要

(4) 

<don 9ra~uit>及び91]11財政収税額

表

額〔リーヴノレ〉金日項

1，000，000 <don gratuit> 

10，274 

428，000 

付加税

1. <fouage>税務官 11 

職税 1I 
1; 316.000~450.000 2.カピタショシ税務官 11---， --- --， 

職税 ， ， 

3. <droits d'usage et 

nouvel acquet> 

飲料消費税

7， 338~ 

<fouage extra-

ordinaire> 

2， 000， OOO~4， 625， 000 
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ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

飲
料
消
費
税
の
税
収
は
極
め
て
多
額
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
請
負
額
は
変
化
が
大
き
い
。
表
凶
に
は
そ
の
最
高
額
と
最
低
額
を
記
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
飲
料
税
は
州
財
政
の
基
幹
部
分
で
あ
っ
た
。

州
財
政
を
構
成
す
る
既
述
の
各
財
源
に
つ
い
て
は
一
括
し
て
表
性
に
示
す
。

以
上
、
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
王
国
財
政
お
よ
び
州
財
政
を
概
観
し
た
が
、

王
権
に
よ
る
一
元
的
支
配
が
財
政
の
面
に
お
い
て
も
い

わ
れ
る
場
合
、
い
か
な
る
問
題
が
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
財
政
に
含
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
王
国
財
政
の
項
で
指
摘
し
た
如

ド

メ

1

ヌ

モ

ノ

ポ

ー

ル

ト

ν

1

ト

く
「
国
王
直
轄
財
産
」
、
「
専
売
・
独
占
」
、
「
海
関
税
」
な
ど
収
入
に
比
し
い
わ
ゆ
る
一
般
租
税
収
入
の
少
な
い
こ
と
が
第
一
に
あ
げ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
絶
対
王
政
期
に
は
間
接
税
に
対
し
て
直
接
税
の
税
収
が
少
な
い
。
こ
れ
は
伝
統
的
直
接
税
タ
イ
ユ

(
ブ
ル
タ
l

ュ
で
は
企
C
己
間
関
巾

V
)
の
有
す
る
欠
陥
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
タ
イ
ユ
は
そ
の
性
格
と
し
て
配
賦
税

t
c
ロ
)
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
国
家
が
そ
の
年
の
課
税
総
額
を
予
め
決
定
し
、
そ
の
金
額
を
最
終
的
に
は
各
納
義
務
者
へ
と
配
賦
公
金
日
片
山
与

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
庫
へ
収
納
さ
れ
る
課
税
総
額
は
納
税
義
務
者
の
担
税
力
と
は
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
、
無
関

O
B
]
U
2
r
H品目)出吋片山

E

一144-

係
に
「
洛
意
的
」
に
決
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

タ
イ
ユ
の
課
税
に
は
原
理
的
に
か
か
る
怒
意
的
性
格
が
内
包
さ
れ
て
い
た
が
、
絶
対
王
政
期
を
通
じ
て
王
権
の
窓
意
性
を
制
約
す
る
要

因
と
し
て
常
に
慣
習
法
的
観
念
が
作
用
し
て
お
り
、
他
方
こ
れ
が
ま
た
、
タ
イ
ユ
税
収
の
固
定
性
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
担
税
力
と
は
無

関
係
に
税
額
が
決
定
さ
れ
、
か
っ
そ
れ
が
固
定
す
る
と
い
う
タ
イ
ユ
の
欠
陥
は
、
租
税
が
経
済
的
変
化
に
対
応
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
特
に
一
七
三

0
年
代
以
降
の
経
済
的
成
長

q
z
z
〉
)
を
考
慮
す
る
時
、
直
接
税
の
制
度
的
欠
陥
に
よ
る
税
収
の
停
滞

は
極
め
て
問
題
と
な
る
。
ま
た
タ
イ
ユ
の
重
大
な
欠
陥
と
し
て
は
身
分
的
免
税
特
権
を
許
容
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ァ

ン
シ
ア
ン
日
レ
ジ
ー
ム
期
に
間
接
税
が
重
視
さ
れ
た
主
要
な
理
由
は
直
接
税
に
お
け
る
免
税
特
権
の
存
在
に
あ
る
の
で
あ
恰
し
た
が
っ



て
、
絶
対
王
政
が
国
家
諸
経
費
の
増
大
に
よ
っ
て
財
政
危
機
を
こ
う
む
る
場
合
、
解
決
策
と
し
て
、

'
i
 

ま
ず
、

直
接
税
の
改
革
が
問
題
と
な
る
。
タ
イ
ユ
に
対
す
る
新
税
の
創
設
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
新
税
は
そ
の
性
格
と
し
て
経
済
的
成
長

ベ

d
-

H

担
税
力
の
増
加
に
対
応
し
、
こ
れ
を
把
握
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
個
人
に
対
し
て
も
、
地
方
に
対
し
て

も
特
権
を
排
除
し
す
べ
て
の
人
聞
を
納
税
義
務
者
と
し
て
統
一
的
に
把
握
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
財
政
に
お

け
る
王
権
の
一
元
的
支
配
の
貫
徹
、

王
国
財
政
機
構
日
官
僚
制
の
全
面
的
確
立
が
意
図
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
は
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
に
お
い

て
、
王
国
財
政
に
よ
る
地
方
的
特
権
の
排
除
の
方
向
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
検
討
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
事
実
は
む

し
ろ
、
次
の
如
き
事
実
を
示
し
て
い
る
。

間
王
権
に
よ
る
州
財
政
強
化
の
政
策
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
州
財
政
が
収
支
均
衡
を
悪
化
さ
せ
た
場
合
、
王
権
に
と
っ
て
財
政
状
態

が
比
較
的
良
い
場
合
、
州
に
対
し
て
前
述
し
た
如
き
譲
渡
が
な
さ
れ
た
、
つ
ま
り
、
「
国
王
直
轄
財
産
」
の
諸
権
利
、
企
B-u含

E

E
ロ
E
V

の
譲
渡
お
よ
び
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
の
一
部
割
戻
し
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
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王
権
が
州
の
飲
料
消
費
税
の
増
収
を
積
極
的
に
は
か
つ
て
い
る
事

実
も
あ
げ
ら
れ
る
。
か
か
る
州
財
政
強
化
策
が
王
権
の
財
政
危
機
へ
の
対
処
と
い
か
に
関
連
す
る
か
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら

わ
れ
わ
れ
は
王
権
が
州
財
政
か
ら
入
門
ゲ
ロ

m
E
z
r
v
を
要
求
し
て
い
る
事
実
を
見
て
き
た
し
、
ま
た
王
権
が
売
官
制
に
よ
っ
て
税
務
官

職
な
ど
州
の
財
政
的
特
権
に
不
都
合
な
官
職
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
州
に
そ
れ
を
買
一
戻
さ
せ
て
い
る
事
実
も
あ
げ
た
、

こ
れ
ら
の
場

合
、
州
の
財
政
に
そ
の
能
力
の
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

王
権
に
よ
る
一
元
的
支
配
が
拡
大
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と

に
よ
っ
て
国
家
経
費
の
な
か
に
公
共
的
費
目
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
く
る
。
そ
し
て
、
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
い
て
は
、
か
か
る
公
共
事

業
の
一
部
が
州
財
政
の
負
担
と
さ
れ
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
王
権
が
財
政
危
機
へ
の
対
処
を
、
州
財
政
へ
の
依
存
の
方
向
に

で
は
な
く
、

主
国
財
政
機
構
貫
徹
の
方
向
に
な
ぜ
求
め
な
か
っ
た
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
の
重
要
な
側
面
を
次
の
事
実
が
示
し
て
い

北
大
文
学
部
紀
要
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(
9
)
こ
れ
ら
は
、
レ
ピ
ヨ
ソ
に
よ
れ
ば
、
州
三
部
会
及
び
都
市
に
属
す
る
税

収
に
関
す
る
付
加
税
を
州
三
部
会
が
買
い
戻
す
た
め
に
支
払
っ
た
臨
時
の

御
用
金
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
一
七
七
八
年
の
こ
の

A
ω
s
t
m
z
'

ρ
5
に
計
上
さ
れ
て
い
る
金
額
は
、
州
一
一
一
部
会
税
収
に
対
す
る
付
加
税
に

関
す
る
も
の
は
百
七
十
一
万
三
千
三
百
三
十
三
リ

l
ヴ
ル
、
都
市
の
税
収

に
関
す
る
付
加
税
に
つ
い
て
は
二
十
七
万
五
千
十
八
リ

I
ヴ
ル
で
あ
る
o

h
b九九
-
w
H
V
-
U
M
M

(
叩
〉

H
F九九唱

H
U
-
U
M
U

(
日
)
こ
れ
ら
容
量
単
位
に
つ
い
て
は
、
一
ポ

Q
2
)
H
約
二
リ
ッ
ト
ル
、

一
ピ
プ

Q
q
o
)
H
二
百
ポ

Q
D
Z
)
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は

一
ピ
プ
は
二
百
二
十
ポ
に
相
当
す
る
。
請
負
制
の
場
合
に
は
、
前
者
が
採

用
さ
れ
、
容
量
の
換
算
か
ら
も
利
益
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ι
1
b
H
門戸

w
M】

-

a
M
吋
・
ロ
・
(
-
)

(
ロ
)
従
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
パ
ジ
エ
ス
の
如
く
、
ブ
ル
一
次
J
I
-
-

ユ
に
お
い
て
タ
イ
ユ
は
存
在
し
な
い
(
註
山
)
と
い
う
表
現
が
あ
る
と
と

も
に
、

A
F
イ
ユ
は
、
若
干
の
地
方
、
就
中
、
ブ
ル
タ

l

ニ
ユ
に
お
い
て

同

ozm問
。
と
称
せ
ら
れ
る

V
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
，
円
・

0-HJふ
R
，

Y
向。同月一山口
u

。h
v

・門誌
.
]
y
u
∞四

(
β
)
k
r
・剛山小
-
t
E
D
P
H
U
・
ほ

(
リ
同

)
A
n
Dロ可回
H
V
の
内
容
及
び
そ
の
精
神
を
、
一
七
一
七
年
の

A
gロ・

片岡田
H
V
第
二
五
項
か
ら
例
示
す
れ
ば
、

A
い
か
な
る
王
令

(
F
E
Z
V
《忠一円-

z
g片山
C
口
印
)
、
親
任
状

(
8
5
B岡田弘
D
ロω
)
、
国
王
顧
問
会
議
決
定
守
口

b
g

北
大
文
学
部
紀
要

円
日
戸
円
。
ロ
足
。
も
、
一
般
に
、
州
の
特
権
に
反
す
る
す
べ
て
の

A
r
5
8
z
v

も
、
も
し
そ
れ
ら
が
州
三
部
会
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
、
州
の
最
高
法
院

(
口
。
ロ
吋
切
出
O
己
ぐ

n
g宮
町
田
)
に
よ
っ
て
認
一
証
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
そ

れ
ら
が
王
国
全
般
に
関
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
ど
も
な
ん
の
効
力

も
有
し
な
い
V

H念
仏
u
H
M
-
M
河

(臼
)
i
g
R
W
H
M
-
M
U
U

(

V

印
)
「
直
接
徴
税
制
(
叫
ん
V

包
ω)
」
と
は
、
「
請
負
制

Q
2
5
6」
お
よ
び

「
予
納
制
(
与
D
ロロ
0
5
8同
)
」
に
対
す
る
意
味
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

場
合
、
王
権
が
自
己
の
官
僚
機
構
を
通
じ
て
徴
税
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

「
予
納
制
L

と
は
、

A
一
定
期
間
な
い
し
全
期
間
に
つ
い
て
二
度
に
、
前

納
の
形
で
税
を
支
払
う

V
も
の
で
あ
る
。

ζ
・
ロ
ロ
4
2悶
R
W
H
S忍
泣
き
さ

・『
-
S
E
W
N
町紗『
h
w
H
u
a
c
w
]出
y
u
s
l
h昨
ア

γ
シ

7
γ
H
レ
ジ
ー
ム
期
に
お
い

ベ
イ

て
は
、
特
権
的
個
人
及
び
団
体
|
|
親
玉
、
都
市
、
州
な
ど
1
1
1
に
対
し

て
予
納
制
が
と
ら
れ
た
。

(
げ
)
〉
・
阿
川
h
r
r
E
C
P
。、・

2
H
-
w
y
℃mw
三
日
夕
官
l
ロ
ケ
官
官
・
内
部
品
i
a
o
o
よ
り

作
成
。

(
叩
山
)
玄
・
冨
立
o
p
名
門
戸

3
・
-
D
l

ニ

(
m
U
)

〉
・
剛
山
p
t
E
C
P
毛・

S
F
w
℃回以・

u
u
品l
u
u
u

(
勾
)

L

『一史札・
4

旬・一
u
u
u

(
幻

)
A
g
g
2
5
B
O
E
V
は
一
七
三
二
年
以
後
課
税
さ
れ
、
そ
の
予
納
額

は
、
財
務
総
監
テ
レ

l
の
時
代
(
一
七
七
二
年
)
に
年
額
五
十
五
万
リ

l

ヴ
ル
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
通
常
は
三
十
五
万
リ

I
ヴ
ル
で
あ
っ
た
。
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ブ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

入山口同一切

m
x
r
B
5
2
V
は
一
七
二
六
年
以
後
設
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
予

約
額
は
変
動
が
激
し
く
、
最
低
額
が
六
万
五
千
七
百
九
十
四
り

l
ヴ
ル
、

最
高
額
は
四
十
一
万
六
千
六
リ

l
ヴ
ル
で
あ
る
。
一
七
五
七
年
以
後
、
戦

時
に
四
十
一
万
六
千
六
り
l
ヴ
ル
、
平
時
に
は
通
常
二
十
万
三
一
千
リ
l
ヴ

ル
と
な
る
。

A-B]uhXLo-mmm丘中
n
g
g
V
が
徴
税
を
開
始
さ
れ
た
の
は
一
七
五

七
年
か
ら
で
あ
り
、
税
収
は
六
万
リ
ー
グ
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
一
七
五
九

年
以
降
六
万
五
千
十
五
リ

l
ヴ
ル
、
一
七
七
八
年
以
後
は
六
万
四
千
リ

l

ヴ
ル
と
な
る
。

HERW}ω
司

-
u企
lMW
日山内区切

u
a
a
i吋

(
辺
)
主
権
の
増
大
す
る
財
政
的
要
求
に
加
え
て
、
州
の
財
務
官
(
片
岡
小
切
O
E

己
負
日
)
の
乱
費
と
、
そ
の
会
計
の
日
常
的
乱
脈
が
、
州
三
部
会
を
し
て
新

た
な
財
源
を
創
設
す
る
や
む
な
き
に
至
ら
し
め
た
V
L
S
A
ψ
H
V
-
S

(幻
)
N
F
九件
"
-
v
-
u
u

(
引
出
)
但
し
、
ル
イ
十
四
世
の
治
世
に
お
い
て
は
、
巨
額
の
徴
税
が
な
さ
れ

た
。
そ
の
税
収
は
、
六
十
四
万
二
千
か
ら
百
二
十
八
万
四
千
リ
ー
グ
ル
に

及
ぶ
。
句
史
、
-
w
H
V
・
U
M唱

(万

)
A骨
0
5
目

g
n
F
P
B
H
C
E
n
g
E円

]
g
r
g
m
g
v
、
A
M吋

L
O
白日開同印日
V
O
ロ
】
つ
-
-
〈
同
何
回
口
同
日
戸
門
知
同
比
一
[
阻
止
C
口
色
白
日
対
内
WHo-凹印。
ω
己
目
ロ
山
口
M
B

-S由
E
V
の
二
項
目
の
合
計
は
、
一
七
一
四
年
の
四
十
五
万
リ
l
ヴ
ル
を
頂

点
と
し
て
以
後
漸
減
し
、
一
七
四
一
年
以
降
は
ご
一
十
一
万
六
千
リ

l
ヴ
ル

と
な
る
。

i-
守ミ
-
w

日以・日山
N
U

ハU
A

)

A
門町
O
芹
己
白
ロ
O
E
〈
何
}
田
口
A
E
R
V
H
V
と
は
中
世
に
起
源
を
有
す
る
も
の

で
あ
っ
て
入
農
奴
(
問
。

5
号
自
己
ロ
5
0立
。
〉
が
真
の
所
有
権
な
く
用
益

権
を
獲
得
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

V
も
の
で
あ
る
が

(ζ
・

玄

2
5
p

も
-

S

H

よ

H
M

同y
パ

wulh田
・
)
、
こ
こ
で
い
う
入
骨
D
F
Z

円
ロ
師
同
問
。

E
L
O

ロ
G
戸
g-

国

nAロ
企

V
の
実
態
は
入
国
主
に
属
す
る
含

o-Z
色
。
官
同

-Emmw
弘
知
ロ
a

《]問問

p
n
y
mロ片岡田
m
p
S
B
Bロ
ロ
同
問
。
を
用
益
す
る
小
教
区
に
の
み
課
さ
れ

る
V
も
の
で
あ
る
O

K

H

・
河
台
】
ニ

-cp
。、・

2
F
U
]
y
s
o
v
ロ・

0
3
0
そ
の

税
収
は
、
一
七

O
二
年
以
降
、
約
七
千
三
百
三
十
八
リ
l
ヴ
ル
、
一
七
七

二
年
以
後
は
約
一
万
二
百
七
十
四
リ
l
ヴ
ル
で
あ
る
。

L
S
P
A
-
唱

-ao。

(幻

)
N
P
R
W
日

y
a
M
A山

(
お
)
一
パ

p
p
(
r
R円
五
口
白
)
H
二
百
ポ
(
℃
D
Z
)
、
約
二
百
リ
ッ
ト
ル
。

し
か
し
、
前
述
の
註
(
日
)
の
場
合
と
同
様
に
、
実
際
に
は
一
パ
リ
ク
は
百

二
十
ポ
に
相
当
し
た
。

L
g
一位
-
w
]
V
-
S
吋
ロ
・
(
日
)

(
m
D
)
L
S
ミ
-
w
H
V
・
a
M吋

(
却
)
入
政
府
は
州
三
部
会
以
上
に
州
財
源
の
増
加
に
関
心
を
も
っ
て
い

た
v
h
e
R
U
℃

-
a
u
u

(
引

A
)
L
S
H
A
W
同】匂
-
a
h
S
l
a
a
∞

数
字
は
年
額
で
あ
る
。
ブ
ル
タ

l
-
一
ュ
三
部
会
は
通
常
隔
年
じ
開
催
さ

れ
、
そ
の
際
に
入
札
が
行
な
わ
れ
、
請
負
は
二
年
間
を
対
象
と
し
た
か

ら
、
実
際
の
請
負
額
は
各
々
二
倍
額
で
あ
ら
わ
れ
る
。

(
m
A
)

カ
ピ
タ
ジ
ョ

γ
、
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
予
納
額
は
別
表
参

照。
(
m
u
)

絶
対
王
政
に
お
け
る
間
接
税
重
用
の
理
由
は
、
直
接
税
に
比
し
て
そ
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の
負
担
感
を
納
税
義
務
者
に
感
知
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
と
同
時
に
免
税
特

権
者
に
も
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
森
恒
夫
「
フ
一
ブ

ソ
ス
近
代
税
制
の
成
立
過
程
け
」
(
「
金
融
経
済
」
ハ
山
号
)
四
五
頁
。

但
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
プ
ル
タ

l

ユ
ュ
に
お
い
て
は
、
飲
料
消

費
税
が
小
売
税
と
さ
れ
た
為
、
貴
族
は
間
接
税
す
ら
免
れ
得
た
の
で
あ

る。

(
U
A
)

税
額
決
定
の
方
式
か
ら
租
税
を
分
類
す
る
場
合
、
配
賦
税

(
F
S
H
V
O同

門目白同小】叫白江戸
O
ロ
)
と
定
率
税
(
山
田
]
u
p
ι
σ
ρ
戸

DEhv)
に
分
け
ら
れ
る
。

配
賦
税
が
予
め
徴
税
総
額
を
決
定
し
、
そ
れ
を
配
分
し
て
行
く
の
に
反
し

て
、
定
率
税
は
最
初
に
税
率
が
決
定
さ
れ
、
各
納
税
義
務
者
に
お
け
る
課

税
標
準
に
、
そ
の
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
額
が
決
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
宮
・
ロ
ロ
4
2四
四
ア
色
、
・
2
F
U
H
U
・
-
G

(
間
以

)
A一
フ
プ
ル
ス

(
F
m
r
g口
町
田
町
)
氏
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
フ
ヲ

γ

ソ
ワ
・
ジ
ミ
ア
ン
(
司

E
ロ
ncuω
即
日
目
白
ロ
仏
)
の
用
語
を
採
用
し
て
、
十
八

世
紀
の

T
E
2
〉
が
如
何
に
フ
一
フ

γ
ス
絶
対
主
義
を
動
揺
さ
せ
た
か
を

示
し
た
。
騰
貴

i
l一
七
三
三
年
か
ら
六
三
年
ま
で
は
緩
慢
に
、
六
三
年

か
ら
七

O
年
ま
で
は
加
速
的
に

l
lの
時
期
に
は
、
騰
貴
は
利
潤
を
増
大

二
、
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
の
成
立
と
そ
の
性
格

十
分
の
一
税

2
E
P
E
O
)、
二
十
分
の
一
税
守
山
口
m
忌
日
開
〉

北
大
文
学
部
紀
要

さ
せ
る
。
資
本
家
的
企
業
者
は
自
己
の
企
業
を
拡
大
し
、
新
た
な
企
業
を

設
立
す
る
に
至
り
、
か
く
て
経
済
は
自
主
的
に
機
能
す
る

V
吋
・
出
回
ユ
ロ
ロ
m

2
H
N・
玄

c
g
E
F
O
g
-
A己
g
p
c
E巾
5
2
8
R
R
g三
F
g
oロ
間
同
岳
山
。

与凹
o
-
5
¥同町
N
N
E
E
-
n
h悶
N

N

n

。詰
h
高
句
。
怠
尽
き
白
N
芯
E
E
N
h
n
m
M
円九缶詰
N
由

民
。
号

EU
〈
c--H〈

(ω
件。同日目

Y
向。
ι
2
5
γ
-
u
u
F
3
3・
uaiu吋・

(
%
)
註
(
m
M
)

参
照
。

(
幻
)
州
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
公
共
事
業
、
公
共
経
費
の
例
を
挙
げ
れ

ば
、
主
要
道
路
経
費
(
一
七
四
六
年
以
前
は
通
常
十
万
リ

l
ヴ
ル
二
七
四

八
年
以
後
は
通
常
三
十
万
か
ら
六
十
万
リ

I
ヴ
ル
、
時
に
は
八
十
万
り

l

ヴ
ル
に
の
ぼ
る
)
、
貧
民
収
容
所
経
費
朱

vEZ
己
0

5

0

口
伝

n
-
S
(
一
七
七

O
年
以
後
、
十
万
リ
ー
グ
ル
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
〉
-H同

h
v
r
E
C
P
局、.

円九
F
L
u
-
u
-
S吋1
∞
・
従
っ
て
、
か
か
る
王
権
の
増
大
す
る
財
政
的
要
求
に
対

し
、
州
は
徴
税
の
方
式
で
要
求
額
に
応
ず
る
こ
と
を
き
ら
い
、
起
債
に
よ

っ
て
そ
れ
に
あ
て
常
に
州
の
財
政
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
王

権
の
要
求
に
反
対
し
よ
う
と
い
う
政
策
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

L
3
ミ
-uu-

U
U
0
・

一149-

の
。
フ
ル
タ

i
ニ
ュ
に
お
け
る
実
施
形
態
を
検
討
す
る
前
に
、

こ
れ
ら
新



ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

税
に
関
し
て
王
権
の
期
待
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
十
分
の
一
税
お
よ
び
二
十
分
の
一
税
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

十
分
の
一
税
と
二
十
分
の
一
税
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
る
如
く
同
一
の
性
格
を
有
す
る
租
税
で
あ
っ
て
、
一
一
十
分
の
一
税
は
十

分
の
一
税
に
端
を
発
す
る
租
税
原
則
の
確
定
制
度
と
い
え
る

Q

し
た
が
っ
て
、

一
七
四
八
年
の
二
十
分
の
一
税
成
立
に
至
る
過
程
を
王
令

を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
。

〔一一〕

一
七
一

O
年
の
十
分
の
一
税

十
分
の
一
税
創
設
の
背
景
と
し
て
、

一
七
一

O
年
当
時
、
絶
対
王
政
の
財
政
危
機
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
る
と
、

一
六

リ
l
ヴ
ル
、

つ
づ
く
一
六
九
九
年
か
ら
一
七

O
八
年
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
総
支
出
が
十
四
億
六
千
二
百
万
リ
l
ヴ
ル
で
あ
っ
た
の

150 -

八
九
年
か
ら
一
六
九
九
年
ま
で
の
十
年
間
、
経
費
総
計
が
十
五
億
八
千
万
リ
l
ヴ
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
経
常
収
入
は
七
億
九
千
五
百
万

に
対
し
て
、
経
常
収
入
は
一
二
億
六
百
万
リ
l
ヴ
ル
で
あ
り
、
経
常
収
入
は
総
支
出
の
二
分
の
一
か
ら
五
分
の
一
に
す
ぎ
ぬ
深
刻
な
も
の
で

あ
っ
た
。
か
か
る
財
政
難
の
原
因
と
し
て
は
、
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
直
接
税
(
タ
イ
ュ
、
入
問
。

5
常
V
)
税
収

の
停
滞
に
示
さ
れ
る
税
制
・
財
政
機
構
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
軍
事
費
、

一
一
公
債
費
、
宮
廷
費
な
ど
諸
経
費
の
膨
張
が
あ
げ
ら

れ
る
。
就
中
、
十
分
の
一
税
創
設
当
時
は
一
七

O
一
年
か
ら
の
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
が
継
続
中
で
あ
り
、
軍
事
費
の
増
大
が
著
し
く
、
戦

費
の
捻
出
が
十
分
の
一
税
創
設
の
直
接
契
機
と
し
て
王
令
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
財
政
危
機
に
対
し
、
王
権
は
官
職
売
却
、
公
債
発
行
、
貨
幣
改
鋳
な
ど
の
手
段
で
対
処
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
当
然
根
本
的
な
解
決

と
は
な
り
得
、
ず
、
ま
さ
し
く
、

A
未
来
に
重
荷
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
現
在
の
負
担
を
軽
減
す
る
V
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た



が
っ
て
根
本
的
な
解
決
を
行
な
う
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
税
制
の
根
本
的
な
改
革
を
志
向
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
か
ら
、
直
接
税
の

欠
陥
に
対
す
る
改
革
が
新
税
創
設
と
し
て
企
図
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
、
十
分
の
一
税
に
関
す
る
一
七
一

O
年
の
王
令
1

i

「
一
七
一

O
年
十
月
十
四
日
の
、
十
分
の
一
税
徴
収
に

関
す
る
マ
ル
リ
l
王
令
」

(ロ
hn-
民間片山
O
ロ門
2
2
-
℃
。
ロ
吋
-
田

-
2
r
L戸
己
反
日
即
日
開
門
EH2mHHHM
仏
g
z
g∞
仏
口
同
。
可
mEHHFLCロロ品。

P

呂田円

f
r
z
s
E可
目
見
呂

)
lが
発
布
さ
れ
る
。
以
下
、

王
令
の
各
条
項
の
内
容
を
列
挙
し
つ
つ
十
分
の
一
税
の
性
格
お
よ
び
王

権
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

〔
前
文
〕

ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
の
継
続
に
よ
る
財
政
難
の
た
め
、
す
べ
て
の
財
産
の
収
益
に
対
し
て
そ
の
十
分
の
一
を
徴
収
し
、

七
一

O
年
一

O
月
一
日
よ
り
講
和
締
結
後
三
一
カ
月
ま
で
毎
年
徴
収
す
る
。

〔
第
一
一
項
〕
す
べ
て
の
所
有
権
者
は
、
貴
族
で
あ
れ
平
民
で
あ
れ
、
特
権
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

g
m
U
2
2
)
、
王
領
地
契
約
者

(
g
m向
性
田
宮
与
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
財
産
の
収
益
の
十
分
の
一
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

親
王
領
保
有
者

(
回
目
】
守

一151-

家
屋
は
賃
貸
さ
れ
て
い
る
場
合
も
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
そ
の
収
益
の
十
分
の
一
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
別
荘
は
賃

貸
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
十
分
の
一
税
の
対
象
と
な
る
。

〔
第
二
項
〕

〔
第
三
項
〕

あ
ら
ゆ
る
官
職
収
入
の
十
分
の
一
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

〔
第
四
項
〕

あ
ら
ゆ
る
公
債
、
給
与
、
賞
与
、
贈
与
な
ど
の
十
分
の
一
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

オ

フ

イ

グ

エ

コ

ー

ル

コ

ミ

ユ

ノ

テ

あ
ら
ゆ
る
年
金
も
十
分
の
一
の
徴
収
に
服
す
る
。
官
僚
、
そ
の
他
の
個
人
、
団
体
、
共
同
体
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
権

A
5
4
2
5凹
唱
え
巳

B
Oロ山田口凶
V
な
ど
の
収
益
、

一
般
に
収
益
を

〔
第
五
項
〕

利
、
収
入
、
給
与
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
都
市
の

A
0
2
5ぽ
V
、

生
ず
る
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
財
産
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
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〔
第
六
項
〕

プ
ル
タ
l
z
ュ
に
お
け
る
新
税

財
産
、
官
職
な
ど
の
所
有
権
者
が
年
金
、
金
利
の
支
払
義
務
を
負
う
て
い
る
場
合
、
彼
は
年
金
受
領
者
、
債
権
者
が
抵

当
権
を
行
使
し
う
る
そ
の
財
産
に
つ
い
て
す
で
に
収
益
の
十
分
の
一
を
納
税
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
年
金
受
領
者
、
債
権
者
に
支
払
う
年

金
、
金
利
の
十
分
の
一
を
支
払
い
の
際
に
差
引
い
て
よ
い
。

〔
第
七
項
〕

同
じ
理
由
で
、
個
人
お
よ
び
団
体
が
給
与
、
年
金
そ
の
他
を
支
出
し
て
い
る
場
合
、
支
給
者
は
受
領
者
に
対
し
て
当
該

〔
第
八
項
〕

給
与
年
金
な
ど
の
十
分
の
一
を
支
給
時
に
差
引
い
て
よ
い
。

実
業
家

(mg印門
FFι
耳
目
)
、
商
人
、
そ
の
他
金
銭
を
運
用
す
る
職
業
の
も
の
も
、

そ
の
収
益
の
十
分
の
一
を
支
払
う

」
'
戸
」
。〔

第
九
項
〕

十
分
の
一
税
は
国
王
顧
問
会
議

((U825
で
決
定
さ
れ
た
徴
税
名
簿
公
色
ぬ
る

に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
。

一
O
月
以
降
=
一
カ
月
分
に
つ
い
て
徴
税
名
簿
送
付
後
十
五
日
以
内
に
支
払
わ
れ
、
翌
年
か
ら
は
毎
年
一
月
、

一152-

七
一

O
年
に
関
し
て
は
、

一
O
月
の
四
期
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
。

月
、
七
月
、

〔
第
十
項
〕

た
場
合
に
の
み
、

〔
第
十
一
項
〕

四

借
地
農

Q
2
5目白
F
Z
S仲
間
同
お
る
そ
の
他
の
債
務
者
は
、
所
有
権
者
、
債
権
者
が
十
分
の
一
税
の
納
税
済
を
証
明
し

地
代
債
務
の
支
払
い
を
行
な
う
こ
と
。

支
払
う
べ
き
財
産
の
収
益
十
分
の
一
を
、

所
有
権
者
は
、

平
等
を
も
っ
て

(
2
2
h
m目
E
S
確
定
す
る
た
め
に
、

王
令
の
発
布
後
十
五
日
以
内
に
、
所
有
す
る
財
産
に
関
し
て
申
告
(
訟
口

F
E巴
C
ロ
る
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
c
提
出
先
は
パ
リ
に
関
し
て

で
あ
る
ο

は
A
H
)同
弘
司

O
H
門

H
g
B
R口「白ロ

rv、
各
州
に
お
い
て
は
、
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
お
よ
び
国
王
派
遣
官
僚

(
R
E
S
-明
白
色
耳
目
伝
℃
日
江
田
〉

〔
第
十
二
項
〕

期
日
内
に
申
告
を
行
な
わ
な
か
っ
た
場
合
は
税
額
を
二
倍
に
、
虚
偽
の
申
告
を
な
し
た
場
合
は
三
倍
に
す
る
こ
と
。

ペ
イ

H
Jア
レ
ク
シ
ョ
ン

十
分
の
一
税
の
収
税
は
、

(宮山、田仏、血痕ロ昨日
C
ロ
)
に
お
い
て
は
タ
イ
ユ
収
税
人
公

2
2
2
2



門
】
何
回
窓
口
}
町
田
)
に
よ
っ
て
、

ペ
イ
H

デ
タ
(
宮
3
R
Pえ
る
に
お
い
て
は
州
の
財
務
職
(
お
ロ
巾
4
2
3
2
可
恥
由
。
江
町
吋
目
。
三
吉
田
山
門
町
田
仏

a

r
E
2
m
r
F
H
V
H
2
E
B
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
会
計
総
務

(
見
山
口
町
〈
而
己
片
目
立

m
b
ロbH1m凶
己
M
内
〉

を
介
し
て
国
庫

(
3
h
g
H
g可
巳
)
に
納

入
さ
れ
る
。

以
上
が
一
七
一

O
年
の
十
分
の
一
税
に
関
す
る
王
令
の
概
要
で
あ
る
。
王
令
の
条
項
は
し
か
し
な
が
ら
厳
密
に
実
現
さ
れ
た
と
は
い

え
ず
、
早
く
も
一
七
一
一
年
に
僧
族
が
入
含
ロ

m
g
z
x
v

(
国

σoロ
5
5
3
C
を
獲
得
す
る
な
ど
、
期
待
さ
れ
た
税
収
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

の
献
納
に
よ
っ
て
免
税
特
権
を
確
保
し
、

王
族
、

ベ
イ
H

デ
タ
が
予
納
制

十
分
の
一
税
は
一
七
一
七
年
八
月
の
王
令
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
る
。

〔
一
一
〕

一
七
二
五
年
の
五
十
分
の
一
税
(
門
戸

Z
ロ田口昨日
P
B
m
)

一153-

一
七
一
七
年
に
十
分
の
一
税
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
国
家
の
財
政
的
窮
乏
は
こ
の
間
い
さ
さ
か
も
改
善
さ
れ
ず
、

一
七
二
四
年
に
な
さ
れ

た
一
七
二
五
年
の
収
支
予
想
に
よ
れ
ば
、
収
入
一
億
八
千
八
百
万
リ
l
ヴ
ル
、
支
出
二
億
五
百
万
リ
ー
グ
ル
、

万
リ
ー
グ
ル
が
見
こ
ま
れ
て
い
る
。
か
か
る
財
政
状
態
に
お
い
て
十
分
の
一
税
の
復
活
が
企
図
さ
れ
た
が
、

し
た
が
っ
て
赤
字
千
七
百

」
の
場
合
は
、
戦
時
で
は
な

く
平
時
で
あ
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
、
税
率
を
下
げ
若
干
の
変
更
を
加
え
、

五
十
分
の
一
税
と
し
て
再
現
さ
れ
る
。

変
更
さ
れ
た
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
土
地
生
産
物
・
不
動
産
収
益
の
五
十
分
の
一
を
現
物
で
徴
収
し
、

」
の
徴
収
方
式
に
適
合
し
な
い
収
益

に
つ
い
て
の
み
貨
幣
で
徴
税
を
行
な
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
は

A
こ
の
新
税
は
十
分
の
一
税
の
正
確
な
再
現
に
す
ぎ
な

い
V
。
現
物
徴
収
の
方
式
は
貨
幣
価
値
の
変
動
に
よ
る
減
収
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
徴
収
方
式
の
繁
雑
さ
は
王
国
徴
税
機
構
に
よ

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ル
タ

i
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

る
徴
税
を
困
難
に
し
、
請
負
制
べ
の
依
存
、
予
納
制
・
買
一
戻
制
の
採
用
と
い
う
欠
陥
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
十
分
の
一
税
の
不
成
功
を
考
慮
し
た
五
十
分
の
一
税
は
普
遍
的
課
税
の
性
格

(
Z
E
4
2由
主
忘
)
を
よ
り
強
調
す
る
に
至
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
リ
オ
ン

(
守
向
田
吋
口
白

]
γ
向

21-
。ロ)
に
よ
れ
ば
、

八
一
七
一

O
年
一

O
月
一
四
日
の
王
令
が
、
貴
族
か
平
民

か
、
特
権
者
か
非
特
権
者
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
一
七
二
五
年
の
王
令
は
、
聖
職
者
か
俗
人
か
、
貴

族
か
平
民
か
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
所
有
権
者
を
い
か
な
る
除
外
も
な
く
記
載
し
て
い
る
V
と
い
う
。
か
か
る
特
権
者
排
除
の
意
図
は

僧
族
、
高
等
法
院
を
は
じ
め
と
す
る
特
権
者
の
抵
抗
を
惹
起
し
、

さ
ら
に
現
物
徴
収
と
い
う
徴
税
方
法
に
お
け
る
根
本
的
欠
陥
も
あ
っ

て、

一
七
二
八
年
一
月
一
日
以
降
廃
止
さ
れ
る
。

〔
一
ニ
〕

一
七
四
九
年
の
ニ
十
分
の
一
税

-154-

ポ
ー
ラ
ン
ド
継
承
戦
争
を
機
会
に
一
七
三
二
二
年
一
一
月
一
七
日
の
王
令
に
よ
っ
て
翌
一
七
三
四
年
一
月
一
日

以
降
復
活
し
、
同
戦
争
の
講
和
予
備
条
約
が
一
七
三
五
年
一

O
月
三
日
以
来
交
渉
さ
れ
た
た
め
、

十
分
の
一
税
は
そ
の
後
、

一
七
三
六
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
を
も
っ
て

廃
止
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
が
一
七
四
一
年
八
月
九
日
の
王
令
に
よ
っ
て
徴
税
を
コ
一
度
復
活
さ
せ
る
。
ま
た
十
分

の
一
税
に
は
一
七
四
七
年
以
降
、
付
加
税

(
N
g
r
宮
口
町
ロ
」
誌
の
)
が
併
設
さ
れ
、
租
税
収
入
に
よ
っ
て
経
費
の
膨
張
を
処
理
し
得
な

か
っ
た
王
権
が
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
負
債
の
償
却
に
あ
て
ら
れ
る
。

一
七
三
三
年
お
よ
び
一
七
四
一
年
の
十
分
の
一
税
は
ま
っ
た
く
一
七
一

O
年
の
王
令
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
内
容
に
変
化
は
な

ぃ
。
た
だ
十
分
の
一
税
の
原
則
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
要
な
性
格
の
一
つ
で
あ
る
普
遍
的
課
税
の
性
格
が
、
三
三
年
、

四
一
年
に

お
い
て
は
か
な
り
後
退
し
、

ま
た
財
政
的
窮
地
を
脱
す
る
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
、
迅
速
な
税
収
を
求
め
る
た
め
に
、
買
一
戻
制
・
予



納
制
が
多
用
さ
れ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
は
一
七
四
八
年
一

O
月
に
終
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
の
一
税
は
廃
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
二
継
承
戦
争
は
財
政
状
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
、
戦
争
終
結
当
時
一
億
八
千
万
の
未
償
却
の
負
債
が
生
じ

て
お
り
、
緊
急
に
解
消
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
財
務
総
監
マ
シ
ョ

l
(
富
田
n
r
E
F
円
〉

ECEi--m)
は
十
分
の

一
税
に
変
え
て
、
終
戦
後
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
税
率
を
お
と
し
た
二
十
分
の
一
税
を
創
設
し
た
。
税
率
の
低
下
分
は
二
十
分
の
一
税
に
引

き
つ
が
れ
た
十
分
の
一
税
の
原
則
の
厳
密
な
適
用
・
実
施
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
ん
官
し
た
が
っ
て
一
七
四
九
年
の
二
十
分
の

一
税
に
お
い
て
は
、
「
課
税
の
平
等
」
が
強
調
さ
れ
、
納
税
義
務
者
に
対
し
て
「
申
告
書
」
の
提
出
を
強
制
し
、
収
益
の
正
確
な
把
握
を
行
な

ぃ
、
確
定
さ
れ
た
税
額
を
確
実
に
収
納
す
る
た
め
に
一
予
納
制
・
買
一
民
一
制
の
拒
否
L

と
い
う
政
策
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
十
分
の
一
税
は
、
一
五
四
九
年
五
月
の
マ
ル
リ
l
王
令
|
!
「
一
七
四
一
年
八
月
二
九
日
の
王
令
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
十
分
の
一
税

ー 155-

の
廃
止
、
国
家
の
負
債
償
却
の
た
め
の
減
債
総
金
庫
の
設
立
、
税
収
を
当
該
金
庫
に
納
入
す
る
た
め
の
二
十
分
の
一
税
徴
収
に
関
す
る
、

一
七
四
九
年
五
月
マ
ル
リ
l
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
る
王
令
し

(開門回目同門吉

吋

OH
℃。】勺門出口仲田口
H
U

℃円。即日
HOロ

円

E

E也
昨
日
白
血
仲
田
ゲ
ロ
宮
門

F

Kロ
-
R戸片山
Cロ
(rHN匂
戸
CDH
見
台
二
、
品
g
z
-回目
B
g
H
門回、
E
5
2
2
2
な
忌
E
r
L
2
戸
B
O
E
m
z
s
g
H
F
}
5
5
r
E
g
r
o己目白目

ロ
O
E
門
】
巾
明
色
合
同
片
何
回
仏
四
円
一
回
国
門
u
z
z
-
0
4臥目

P
H
4
E
m
-
-
P
B巾
℃
。
2
-巾
官
。
(HCXOロ
b

片岡巾

42mh
仏
出
口
町
]
由
佳
仲
間
門
戸
山
田
日
夕
円
円
Cロロ
h
p

冨
2
J
E
g
o
-∞
仏
向
日
回
目
見
色
・
)
|
|
t
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
条
項
は
税
率
を
二
十
分
の
一
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
ほ

と
ん
ど
一
七
一

O
年
の
諸
条
項
の
再
現
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
、
一
七
一

O
年
の
王
令
と
相
違
す
る
項
目
に
つ
い
て
の
み
取
り

上
げ
る
。

〔
第
一
項
〕

一
七
四
一
年
八
月
二
九
日
の
玉
令
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
十
分
の
一
税
は
、

一
七
五

O
年
一
月
一
日
以
降
廃
止
さ
れ
る
こ

北
大
文
学
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v 
乙。

プ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

〔
第
二
項
〕

〔
第
三
項
〕

一
七
四
六
年
二
一
月
の
王
令
に
よ
る
十
分
の
一
税
付
加
税

Q
g
r
℃
。
ロ
吋
口
4
5
)

は
継
続
し
て
徴
収
す
る
。

一
七
五

O
年
一
月
一
日
以
降
、
毎
年
、
す
べ
て
の
財
産
の
収
益
に
対
し
て
二
十
分
の
一
税
を
徴
収
す
る
。

以
下
第
六
項
と
第
七
項
を
前
後
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
は
第
四
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、

一
七
一

O
年
の
王
令
に
お
け
る
第
一
項
か

ら
第
十
二
項
に
そ
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
。

相
違
す
る
点
と
し
て
は
、
山
納
税
義
務
者
を
規
定
す
る
第
四
項
に
お
い
て
、

も
平
民
も
、
特
権
者
も
非
特
権
者
も
V
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、

者
も
非
特
権
者
も
:
:
;
V
と
し
て
、

一
七
一

O
年
の
王
令
が
、

A
す
べ
て
の
所
有
権
者
、
貴
族

入
す
べ
て
の
所
有
権
者
も
用
益
権
者
吉
田
正

E
正

2
ろ
も
、
特
権

人
口
由
民
同

E
E
m
g
V
と
い
う
規
定
を
加
え
て
い
る
こ
と
。

:
t
 

ふ

μ
ムマハ

-156 

(2) 

第
五
項
に
お
い
て
、
各
財
産
の
収
益
か
ら
二
十
分
の
一
税
を
徴
収
す
る
場
合
、
諸
経
費
を
差
引
い
た
純
益

Q
B
Lロ
x
s
c

象
と
な
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
。
以
上
、
納
税
義
務
者
お
よ
び
課
税
標
準
の
決
定
に
つ
い
て
若
干
の
明
確
化
が
あ
る
他
は
、

ほ
と
ん
ど

一
七
一

O
年
の
諸
条
項
と
一
致
す
る
。

〔
第
十
六
項
〕

〔
第
十
七
項
〕

〔
第
十
八
項
〕

パ
リ
に
減
債
総
金
庫

(
2
5巾
窓
口
合
丘
町
仏
巾
回
国

5
2
r
z
g
g仲
間
)
を
設
置
す
る
こ
と
。

二
十
分
の
一
税
、
お
よ
び
十
分
の
一
税
付
加
税
の
税
収
は
減
債
総
金
庫
に
収
納
さ
れ
る
こ
と
。

グ
ヤ

γ
プ
ル

-dテ
・
コ

γ
ト

当
該
金
庫
の
財
源
管
理
は
同
金
庫
担
当
の
財
務
官
が
行
な
い
。
そ
の
収
支
は
会
計
検
査
院
の
監
査
の
対
象
と
な
る
。

〔
第
二
十
項
〕

当
該
金
庫
の
財
源
は
国
家
の
新
旧
の
債
務
の
償
却
に
使
用
さ
れ
る
。

債
務
の
償
却
は
当
該
金
庫
に
よ
っ
て
、
翌
一
七
五

O
年
七
月
一
日
以
降
開
始
さ
れ
る
。

以
上
が
一
七
四
九
年
の
二
十
分
の
一
税
に
関
す
る
マ
ル
リ
i
壬
令
の
概
要
で
あ
る
。

〔
第
十
九
項
〕



次
に
、
以
上
の
諸
条
項
か
ら
、
十
分
の
一
税
と
し
て
出
現
し
二
十
分
の
一
税
に
お
い
て
確
立
す
る
一
系
列
の
租
税
の
性
格
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
二
十
分
の
一
税
に
お
い
て
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
が
、

一
七
一

O
年
玉
令
の
前
文
に
お
い
て
は
、
新
税
創
設
の

理
由
と
し
て
イ
ス
パ
ニ
ア
継
承
戦
争
の
継
続
中
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、

か
つ
廃
止
の
時
期
を
講
和
締
結
よ
り
コ
一
カ
月
後
と
そ
の
期
日
を
明

確
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
の
一
税
は
本
来
臨
時
的
な
も
の
で
企

5
1仲間
V
2
B
2
8仲

V
と
し
て
の
性
格
を
欠
い
て
い
た
。
事

実
、
十
分
の
一
税
は
再
三
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、

継
承
戦
争
の
終
結
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
、
十
分
の
一
税
の
場
合
と
そ
の
あ
り
か
た
を
異
に
し
て
い
る
。

一
七
四
八
年
の
二
十
分
の
一
税
に
は
、

そ
の
背
景
と
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア

二
十
分
の
一
税
創
設
の
意
図
は
第
ヤ
六
項
|
|
第
二
十
項
の
「
減
債
総
金
庫
(
ロ
丘
町
田
開
な
忌

E
r
仏

2
8
5
E
m回
目

B
B
Z
)」
に
関
す
る

一
連
の
規
定
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は
王
権
が
戦
争
終
結
後
も
財
政
の
収
支
均
衡
を
期
待
で
き
ず
、
就
中
、
負
債
償
却
の
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た
め
の
財
源
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
償
却
開
始
の
期
日
は
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

終
止
期
日
は
不
明
で
あ
り
、
負
債
の
解
消
が
も
し
な
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
二
十
分
の
一
税
が
廃
止
さ
れ
る
の
か
ど
う
か

も
条
文
で
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
条
文
が
入
新
旧
の
負
債
V
と
将
来
の
負
債
を
も
対
象
に
含
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ

ば
、
二
十
分
の
一
税
の
永
続
的
運
命
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
一
七
一

O
年
の
十
分
の
一
税
を
端
緒
と
す
る
一
系
列
の

租
税
は
、
二
十
分
の
一
税
に
至
っ
て
臨
時
的
財
源
と
し
て
の
規
定
を
陵
昧
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
常
的
財
源
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

で
は
、
二
十
分
の
一
税
に
お
い
て
確
立
す
る
一
系
列
の
租
税
が
、
新
税
と
し
て
い
か
な
る
革
新
的
意
味
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
性
格
は
い

か
な
る
結
果
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
以
下
、
前
述
の
諸
条
項
か
ら
そ
の
検
討
を
行
な
い
た
い
。

普
遍
的
租
税

A
0
5
3
2巳
4
m
g
巳
V
と
し
て
の
性
格
。
第
一
項
(
第
四
項
)
l
l
一
七
一

O
年
王
令
の
項
目
と
共
に
括
弧
内
に
一

[1) 北
大
文
学
部
紀
要



プ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

七
四
九
年
王
令
の
項
目
を
示
す
|
|
。

こ
れ
は
、
旧
来
の
直
接
税
(
タ
イ
ュ
、
企
。

E
唱
V
)
が
許
容
し
て
い
る
免
税
特
権
を
排
除
し
、
何
人
と
い
え
ど
も
納
税
義
務
者
と
し
て
統

一
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
徴
税
権
の
前
で
の
平
等
を
意
図
し
て
い
る
。
特
に
一
七
四
九
年
の
王
令
に
お
い
て
は
用
益
権

者

(
5
c
h
2
5
2る
と
い
う
規
定
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

」
れ
は
僧
族
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
僧
族
は
自
己
の
占
有
す
る
財

産
に
つ
い
て
、
自
己
は
所
有
権
者
で
は
な
く
用
益
権
者
で
あ
り
、
所
有
権
は
神
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
十
分
の
一
税
を

A
Eロ
m
g
z
r
v
に
代
替
し
、
十
分
の
一
税
の
完
全
実
施
を
妨
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
普
遍
的
租
税
と
し
て
特
権
の
排
除
を
そ
の
性
格
と
し
て
有
し
て
い
た
た
め
に
、
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
は
特
権
者
の

激
し
い
抵
抗
を
受
け
、
特
に
マ
シ
ョ
ー
の
如
く
二
十
分
の
一
税
の
厳
密
な
実
現
を
企
図
す
る
場
合
に
は
、
当
然
強
い
反
動
を
こ
う
む
る
こ

こ
の
性
格
は
課
税
客
体
を
網
羅
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
財
政
史
・
法
制
史
家
は
通
常
課
税

客
体
を
次
の
如
く
分
類
整
理
し
て
い
る
。

王
令 (2)

お

て

収
益
全
般
に
関
す
る
租
税
八
日
目
唱
。
円
札
口
臥

E
-
E吋

-
2
5
2ロ
5
V
と
し
て
の
性
格
。
第
二
|
八
項
(
第
五
l
十
一
項
)
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と
に
な
る
。

① 

5
2
5
仏
2
r
-
g出
向
。
ロ
仏
印
(
不
動
産
収
入
)

③⑧  

吋
印

4
8ロ
門
ゲ
コ
ロ
仏
戸
戸
田
片
岡
山
巾

2
L
E
8
5
5
2
8
(商
工
業
収
入
)

5
2
5
L巾
田
口
問
問

)
X
E
M
E
L
g
宮
E
-
0
5
(動
産
収
入
)

④ 

H
2
8ロ
仏

町

田

ロ

宮

門

m
2
2
0
h
p
g
(官
職
収
入
)

従
来
の
直
接
税
タ
イ
ユ
が
も
っ
ぱ
ら
土
地
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

」
れ
ら
新
税
の
革
新
的
意
味
を
認
め
る
こ
と
は



容
易
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
こ
れ
は
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
税
法
に
お
け
る
分
類
所
得
税

Q
B匂
含

a
E
E可
也
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
も

生
ま
れ
て
く
る
が
、
ま
た
こ
れ
が
納
税
義
務
者
の
収
入
を
そ
の
収
入
の
源
泉
に
重
点
を
お
い
て
見
る
と
い
う
点
で
、
つ
ま
り
、
課
税
客
体

た
る
収
入
を
人
的
に
で
は
な
く
物
的
に
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
点
で
所
得
税
(
百
七
含
∞
己

F
2
4
3己
で
は
な
く
、
収
益
税
(
百
七
合

田

口

吋

}

巾

印

吋

2
2
5
)
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、

と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

」
れ
が

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
収
益
税
の
先
駆
的
存
在
で
あ
る

定
率
税
A
O
B
H
V
合

rsgZH臥

V
と
し
て
の
性
格
。

ア
ン
シ
ア
ン
リ
レ
ジ
ー
ム
期
の
租
税
は
ほ
と
ん
どそ

れ
が記
徴ご詳
税2税
Eミテ Q

jJZ 
教~ 0' 

区ス 5r

qo 

H

弘
吉
江
戸
昨
日
。
ロ
)
」
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
配
賦
税
に
お
い
て
は
、
最
初
に
徴
税
総
額
が
決
定
さ
れ
、

へ
配
賦
さ
れ
、
最
終
的
に
は
納
税
義
務
者
H

小
教
区
住
民
の
推
定
資
力
に
応
じ
て
按
分
さ
れ
る
。
こ
の
方
式
は
、
王
権
に
と
っ
て
年
度
内

の
税
収
を
予
め
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
が
、
納
税
義
務
者
の
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
で
あ
る
か
、
ま
た
担
税
力
の
変
化

に
常
に
対
応
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
難
点
が
あ
る
。
一
方
「
定
率
税
」
は
ま
ず
税
率
が
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
予

一159-

め
徴
税
総
額
を
確
定
し
得
な
い
が
、
担
税
力
の
変
化
に
は
対
応
し
う
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
担
税
力
へ
の
考
慮
を
欠
い
た
。
い
わ

ば
怒
意
的
な
課
税
と
い
う
配
賦
税
の
欠
陥
を
排
除
し
て
い
る
点
で
課
税
の
明
確
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税

は
そ
の
名
称
の
一
不
す
通
り
「
定
率
税
」
で
あ
る
。

A
V
R
-

、、、、

中
h
4
μ

「
定
率
税
」
が
そ
の
本
来
の
性
格
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
税
率
を
適
用
す
る
対
象
、

つ
ま
り
、
納
税
義
務
者

に
お
け
る
課
税
標
準
の
確
定
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、

一
七
一

O
年
の
王
令
の
第
十
一
項
お
よ
び
一
七
四
九
年
の
王
令
の

ア
ン
シ
ア
ン
H

レ
ジ
ー
ム
期
の
税
制
に
お
い
て
画
期
的
意
味
を
持
つ
、
罰
則
を
と
も
な
っ
た
い
わ
ゆ
る

第
十
四
項
が
規
定
す
る
如
く
、

北
大
文
学
部
紀
要



「
強
制
申
告
(
忌
己
白
血
昨
日
。
5
r
R
h
2ど
が
必
要
と
さ
れ
る
。

す
る
た
め
に
、
提
出
さ
れ
た
申
告
の
厳
密
な
「
査
定
合
今
回
目
片
山
門

5
5〉
」
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

Q

し
た
が
っ
て
、
十
分
の
一
税
、
二
十

分
の
一
税
が
「
定
率
税
」
と
し
て
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
「
申
告
」
お
よ
び
「
査
定
」
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
、

ン
H

レ
ジ
ー
ム
期
に
お
け
る
王
国
財
政
機
構
H

官
僚
機
構
が
「
申
告
」
お
よ
び
「
査
定
」
を
十
全
に
行
な
い
得
た
か
、

プ
ル
タ
i
-
一
ュ
に
お
け
る
新
税

同
時
に
申
告
納
税
制
の
宿
命
と
も
い
え
る
所
得
・
収
益
の
隠
匿
を
防
止

ア
ン
シ
ア

つ
ま
り
、
十
分
の

一
税
、
二
十
分
の
一
税
に
内
包
さ
れ
る
草
新
的
性
格
を
実
現
し
得
る
能
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
が
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
。

以
上
、
二
十
分
の
一
税
と
し
て
確
立
す
る
一
系
列
の
租
税
の
性
格
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

こ
れ
ら
新
税
創
設
に
関
す
る
王
権
の
意
図
は
疑
い
な
く
財
政
危
機
へ
の
対
処
、
す
な
わ
ち
絶
対
王
政
の
自
己
保
存
に
他
な
ら
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
絶
対
王
政
は
、
前
述
し
て
き
た
如
く
、
自
己
を
保
存
す
る
た
め
に
王
国
租
税
の
合
理
化
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
税
制
に
極
め
て
近
代
的
性
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
極
め
て
近
代
的
性
格
を
お
び
た
新
税
が
絶
対
王
政
の
体
制
内
に
お
い
て
そ
の
近
代
的
性
格
を
実
現
し
得
た

-160ー

そ
の
場
合
に
絶
対
王
政
に
と
っ
て
身
分
制
的
要
素
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ

か
、
実
現
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
変
容
を
こ
う
む
る
か
、

か
を
検
討
す
る
。

そ
し
て
、

こ
の
問
題
を
特
に
ペ
イ
H

デ
タ
た
る
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
つ
い
て
追
求
し
て
み
る
。

-z-(

l

)

〉
E
m
g片
山
口
問
芯
n
r
0

・。由
N
w
h
S
誼
ミ
芝
、
b
H凡
色
苫
絵
師
せ
宮
、
診
透
明
白

g
N
h
h
E苫
む
ね
器
、
p
h
k害
時

uHUS--M・
M
-

(

2

)

L

1

段
、
-
v
-
v
・
M
-

ハ
3
)
L
S
.
n叫
-
w

℃日
U
-
N品
目

t
吋・

(
4
〉
戦
時
な
い
し
絶
対
的
に
金
銭
の
入
用
な
場
合
、
王
は
税
金
と
引
換
え

に
王
領
地
の
一
部
を
無
期
限
で
用
益
さ
せ
る
。
し
か
し
、
王
は
何
時
で
も

受
取
っ
た
金
額
を
償
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
王
領
地
を
回
復
で
き

る
。
こ
の
契
約
の
一
方
の
当
事
者
を

A
B岡
田
開

E
g
V
と
称
す
る
。
日
り
H

・・

。-E
9
7白

2
2
P
毛・
S
F
u
目下

U
N
N
・



(

5

)

課
税
対
象
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
項
に
関
し
て
例
示
す
れ
ば
、

A
窓
口
F
Y
F
E
u
-円
四
日
♂
自
問
S
F
H
y
u
s
m
g
w
g同
m
g
w
爪
注
目
四
回
w

吋
町
三
申
円
四
回
初
回
D戸
ロ
ロ
少
時
OCHロ
g
ロ

OH
同
三
円
四
回
出
回
目
ロ
o
p
口四一ロ
P

3
ロ
Hop

-
B
2・
門
町
。
吉
田
包
四
日
戸
円
E
a
-
-
v
g
m巾
タ
宮
田
由
同
m
o
p
斥
白
山
富
仏
OMVOロ
gw

z
g
o丹
江
，

i
r
a
-
V
L
S
R
W
]
V
M
S
.

(

6

)

従
っ
て
、
別
荘

(
B即日
8
5
仏
0
8
5宮
間
ロ
ω
〉
は
純
粋
に
娯
楽
的
な

も
の
の
場
合
に
限
っ
て
免
税
と
な
る
が
そ
れ
に
し
て
も
何
故
別
荘
が
免
税

と
な
る
か
は
、
リ
オ
シ
ュ
も
い
う
如
く
〈
極
め
て
奇
妙
な
変
則
守
口
O
B同，

口
。
曲
目
Z
N
h
v
H
E口問。〉
V
で
あ
る
。

HNV弘、
--HU・
エ
M-

(
7
)
A
O口同吋
O
B
V
、
入
吋

2
2
5
宮

E
5
0口
広
口
H
V
に
つ
い
て
は
、
野

田
良
之
、
前
掲
書
、
三
五

O
頁。

(

8

)

年
金
受
領
者
、
債
権
者
の
年
金
、
金
利
か
ら
十
分
の
一
を
差
し
引

く
場
合
、
所
有
権
者
は
当
該
財
産
に
関
し
て
十
分
の
一
税
支
払
済
証
書

Z
Z目立
g
n
o
)
を
提
示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
七
項
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
〉
-
初
日
O口『
0・
。
、
・
円
h
H
-
w
R
Y
M念
lu・

(

9

)

第
十
項
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
税
は
原
則
と
し
て
、
所
有
権
者
及

、、

び
諸
権
利
の
名
義
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
徴
税

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
借
地
農
な
い
し
そ
の
他
の
債
務
者
に
、
彼
ら
の

債
権
者
が
税
の
支
払
済
を
証
明
し
た
場
合
に
の
み
、
彼
ら
の
債
務
を
果
た

す
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
町
九
九
u-M-M-u・

(
印

)
H
E
A
-
唱℃・

ul
ニ-

(
日
)
句
史
、
よ

HVHYM甲

2
2
Z
-

北
大
文
学
部
紀
要

(
は
)
戸
向
・
民
間
ユ
o
p
e
-
ミ
.H-U3・
-MDl同日・

(

β

)

〉
・
対
日
0ロ
r
p
。、.円九
F
U
M
Y
U
M
-

(
川
内

)
ζ
・
呂
田
氏
o
p
e
-
Q
H・泊予

5
0・

(日
)HNVHAw-v・日吋
0
・

(

V

叩
)
財
務
総
監
マ
シ
ョ
ー
の
意
図
は
、
入
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
、
就

中
、
よ
り
怒
意
的
な
ら
ざ
る
徴
税
に
よ
っ
て
税
の
減
収
を
補
お
う
と
す
る

こ
主
で
あ
り
、
従
っ
て
、
収
益
の
組
織
的
な
訂
正
と
、
当
時
ま
で
国
王
行

政
の
弱
さ
に
課
せ
ら
れ
た
凡
て
の
弊
害
(
免
税
、
買
一
一
戻
、
予
納
、
恩
恵
的

待
遇
)
の
完
全
な
廃
止
に
よ
っ
て
、
課
税
の
不
完
全
性
を
正
そ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
っ
た

vkr・初日
0口
70w
。、・円柏戸℃
HU・山山
Miu・

(
げ

)igNR叫

-
w
E
Y
M
K問

、
吋

1
忠・

(
同
日

)L1-e.RU
匂
-
M
品∞-

(
m
U
)
L
S九九

.. 
]
V

・
2
∞・

(
加
)
「
減
債
総
金
庫
」
に
つ
い
て
は
、
戸
冨

R
Z
p
e
門
戸
沼
・
ミ
a

(
幻

)
A王
令
は
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
黙
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
就
中
新
税
が
戦
争
の
前
夜
に
で
は
な
く
、
戦
後
に
設
定
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
永
続
的

Q
2匂
F
Z巳
)
に
な
っ
た
こ
と
を
、
明
僚
に
告

げ
る
こ
と
で
あ
る
V
〉
-
E
D口
r
o
u
e
-
h
p
w
司・

2
・
A
二
十
分
の
一
税
は

新
た
な
事
態
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
通
常
の
如
く
宣
戦
布
告
後
に
で

は
な
く
、
講
和
の
布
告
後
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

V
ζ
-

Y
向担吋円。ロ・同】・。も・円九同戸、吋
M
・

(間以)同・目】凶・

ζ
自
己
口
O
J
N日間口
m
p
E
h
H
S
.『
h
R
H
S
R同bhH3昌
司
ご
号
、
ミ
ミ
B
H

-161-



プ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

四
誌
、
対

6
2
3
V
E
-
-
s
a
r
-
v・
3
・

(
幻
)
〉
-
M
N
F
o
n
r
p
。、・円九
F
L
u
-
y
u
u
l
a
c
-
u
玄

-
Z
R
H
C
P
名
・
円
九
円
-w

H
】
・
目
、
吋

N
-

(
引

A
)

玄
・
〈
仲
間
ロ
omw
むも・円九同
-
u
H
y
u
u・

(
必
)
町
円
・

0
ロ
i
R
-
Z白
2
-
P
。h
y
S
H・・

H
y
u
g
-

ζ
・
呂
田
氏
o
p
e
-
h
h
F
V
H
U・
ロ
ケ
ロ
・
(
日
〉
・

〉
-HNZnymww
。
、
・
江
戸
M

℃-エ
0
・

声
〈
仲
間
口
o
p
e
-
S
F
U
匂・

u
u
・

(
M
A
)
A
こ
れ
は
若
干
の
-
一
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
今
日
の
分
類
所

得
税
で
あ
る

V
F・
0
-
7と
2
‘
云
恒
三
♂
毛
・

G
H・咽
M
M
-
u
g
-

《
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
は
、
そ
れ
ぞ
れ
不
動
産
(
土
地
、
家
屋

地
代
)
収
入
、
官
職
収
入
、
個
人
に
お
け
る
債
権
か
ら
の
収
入
、
商
業
か

ら
の
収
入
に
対
す
る
四
つ
の
、
今
日
我
々
が

n
h
r円

E
-
2
と
称
す
る
区
分

を
含
ん
で
い
る

V
Z
-
ヨ
間

5
9
e
-
円九
H-w
官・百四・

更
に
、
リ
オ
シ
ュ
は
イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税

O
R
O
B
O
S
H〉
と
比
較
し
、

不
動
産
収
入
に

E
8
5
0
S
H
の

ωロ
r
E己
目
〉
を
、
動
産
収
入
に
は

ω口
門
戸
市
仏
己
目
。
。
・
官
職
収
入
に
は

ω口
Z
L
Z
F
肘
、
商
工
業
収
入
に
は

ω
?

F
O門

-zru
を
そ
れ
ぞ
れ
に
対
置
し
て
い
る
。
〉
-

H

同芯ロゲ刊"。
b
・門誌
-
w

-u
・日品
0
・

(
幻
)
入
二
十
分
の
一
一
税
は
決
し
て
所
得
税
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
理
論
的

に
対
人
的
性
格
で
は
な
く
対
物
的
性
格
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
収
益
税
で

あ
る
V
ζ
・
宮
加
門
戸
o
p
e
-
町民同
4

U
・
ロ
ゲ
ロ
・
(
む

(
お
)
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
租
税
改
革
に
よ
る
収
益
税
に
お
い
て
、
そ
の
区

分
は
、
地
租
(
(
U
O
口定
F

E

5

口
問
。
ロ
丘
町
也
、
対
人
的
動
産
税
(
(
U
C
E
ロゲロ・

己
O
ロ
官
同
印
。
ロ
ロ
o
z
m
W
2
E
o
r
-
-
Z同
町
〉
営
業
税
(
司
同
窓
口
円
四
)
及
び
戸
窓
税

(
(
U
O
己
岡
山
ず
口
氏
。
ロ
弘
2
M
M
O
H
仲間
ω
a
h
oロ
含
円

g)
で
あ
る
。

革
命
期
の
収
益
税
に
つ
い
て
は
、
森
恒
夫
、
「
フ
ラ

γ
ス
に
お
け
る
近
代

税
制
の
成
立
過
程
け
、
は
」
(
「
金
融
経
済
」
)
ハ
刷
、
の
号
)

(
m
U
)

冨
・
〈
Fmロ
gv
色
、
・
門
戸
可
・

3
・

(珂

)
A十
分
の
一
税
に
つ
い
て
も
、
凡
て
の
或
い
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
租

税
に
つ
い
て
も
事
態
は
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
を
誕
生
さ
せ
た
の
は
公
正
の

観
念
で
は
な
い
。
十
分
の
一
税
の
起
源
は
単
な
る
財
政
的
関
心
で
あ
る
。

即
ち
、
長
い
破
滅
的
戦
争
に
よ
る
出
費
の
故
に
、
た
え
ず
赤
字
で
あ
る
国

庫
に
新
た
な
財
源
を
創
談
し
よ
う
と
い
う
欲
求
で
あ
る

v
b
R
u
也、・円九
h
-

H
M

巾

v
h
p

・

(
丸
〉
こ
こ
で
、
十
分
の
一
税
、
二
十
分
の
一
税
の
近
代
性
を
い
う
場
合
、

特
に
、
技
術
的
側
面
か
ら
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

租
税
四
原
則
(
「
公
平
」
「
明
確
」
「
便
宜
」
「
徴
税
費
最
小
」
の
原
則
)
に

て
ら
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
新
税
に
お
い
て
近
代
的
・
合
理
的
性
格

が
見
出
さ
れ
よ
う
。
勿
論
絶
対
主
義
租
税
の
近
代
性
如
何
を
云
々
す
る
場

合
に
は
、
「
集
中
さ
れ
た
封
建
地
代
」
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
本
稿
は
、
内
容
的
に
極
め
て
近
代
的
な
も
の
を
包
含
し
て
い
る

新
税
が
、
如
何
な
る
経
過
で
そ
の
近
代
的
性
格
を
発
揮
し
得
ぬ
も
の
と
な

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
租
税
を
四
む
歴
史
的
環
境
の
前
近
代

-162ー



的
実
態
を
考
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
終
に
、
こ
こ
で
は
、
租
税
の

校
蜘
閥
的
側
面
か
ら
波
代
燃
惨
な
強
調
し
て
い
る
。

一一、

ル
タ

i
ニ
ュ
に
お
け
る
十
分
の
一
税
、

の
一
税
の
実
施
と

の
一
変
容

七
四
九
年
の
二
十
分
の

七
五
六
年
に

そ
の
挫
折
、
ま
マ
に る

が
、
対
象
と
す
る
期
間
同
を
一
七

る。

十
分
の
一
税
、

O
年
の
ふ
i

分
の
一
税
よ
り
、

の
一
税
の

に
お
け
る
窟
折
女
ブ
ル
タ
!
乙
ュ
に
拐
し
て

と
れ
ら
の
新
税
の
察
刻
を
王
権
が
厳
密
に

ょ
う
と
意
慣
し
た
の
は

七
間
関
九
年
の

十
分
の
…
税
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
て

全
部
と
そ
の
挫
折
の

に
新
税
の
す
べ
て
の
問
題
点
が
集
約
的

れ
て
い
る
か
ら
マ

侍 163目

〔一一〕

…
七
一

O
年
の
十
分
の
…
税
。

し
て
、

爵
王
官
僚
機
構

ン
タ
ン
ダ
ン
制
〉

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

よ
う
、
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

で
施
行
さ
れ
る
。
そ
の
実
施
は
、
州
の
対
政
機
構
に
依
存
佼

つ
ま
り
直
接
設
税
〈
吋
S
2
)

玉
頭
租
税
の
本

第
一
次
十
分
の

七一

O
年
か
ら

来

で
あ
る
。

r

ミ
〆
:

?
し
争
力

1ew
ふ
れ
吋

王
権
iJ~ 

L 十
て分
予~ (7) 

続ど
制二税
守ど γ を
援厳
薬密
ずに
る
意、
罰
が

な
ぜ
な

王
権
傑
に
は

が
ら
、

七

五
年
の

一
税
の

着
目
し
、

さ
れ
る
租
税
に
対
し
子
総
需
を
受
け
入
れ
る

と

同
と
し
て
こ
の
秘
税
を
承
認
す
る
と
と
に
な
る
の
で
こ
の

た
と
い

ー
に
し
お
い
て
は

〔

3
}

げ
て
い
る
た
め
に
不
明
な
部
分
が
多
い
。

と
も
か
く
一
七

の
方
式
が

課
税
、
徴
税
の

に
つ
い
て
は



ブ
ル
タ
l

ュ
ュ
に
お
け
る
新
税

ま
ず
、
前
述
L
た
如
く
こ
れ
ら
新
税
の
必
須
の
要
件
で
あ
る
「
申
告
」
と
「
査
定
し
の
問
題
で
あ
る
が
、
申
告
は
実
施
さ
れ
事
実
申
告

に
基
づ
く
徴
税
名
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
業
は
困
難
を
き
わ
め
、
か
な
り
多
数
の
納
税
義
務
者
(
特
に
貴
族
)
が
申
告
者
を

提
出
し
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
特
に
高
等
法
院
官
僚
の
非
協
力
が
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
に
と
っ
て
最
大
の
障
害
で
あ
っ
た
o

例
え
ば
、

フ
ニ己

ラ
ン

(m，
巾
円
門
田
口
門
日
仏
巾
ぐ

E
m
H
H
H
口
問
ロ
)

|
|
当
時
の
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
ー
ー
ー
は
、

一
七
一
一
年
二
月
の
財
務
総
監
へ
の
書
簡
に
お
い
て
、

入
〈
高
等
法
院
の
〉
第
一
長
官

Q
目
白
山
巾
コ
肖
品
田
町
内
凶

g
C
閣
下
お
よ
び
私
に
よ
っ
て
、
評
定
官
諸
氏
(
冨
自
由
回
目

2
3〉
に
対
し
て
、
彼
ら
の

収
入
の
十
分
の
一
を
確
定
す
る
た
め
の
申
告
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
と
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
が
、

2
5
5
な
忌
E
C
閣
下
を
除
い
て
、

も
、
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
は
十
分
な
人
員
を
有
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
申
告
・
査
定
は
極
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
長
官
閣
下
お
よ
び
検
事
長

Q
5・

い
ま
だ
に
だ
れ
も
こ
れ
を
満
足
さ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
V
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
査
定
に
お
い
て

か
か
る
不
完
全
な
申
告
・
査
定
を
基
礎
と
し
て
、
徴
税
名
簿
の
作
成
が
行
な
わ
れ
、
課
税
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
業
は
ア

(
6
)

メ

ー

ル

ユ

γ
品
グ
ア

y

ン
タ
ン
ダ
ン
を
中
心
と
す
る
事
務
局
守
口

2
2
m
hロ
骨
包
含
門
出
弘
吉
区
)
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
都
市
で
は
市
長
、
市
吏
員
が
、
農
村

ノ
タ

1
プ
ル

で
は
小
教
区
の
名
士
層
が
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
を
補
佐
し
、
申
告
書
未
提
出
者
名
と
収
入
の
一
覧
表
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
申

告
の
未
完
部
分
を
補
な
っ
た
が
、
結
局
各
納
税
義
務
者
へ
の
課
税
は
入
お
お
よ
そ
の
見
当
V
で
な
さ
れ
た
。

一164ー

次
に
、
各
種
収
益
全
般
を
把
握
す
る
と
い
う
十
分
の
一
税
の
性
格
に
つ
い
て
い
え
ば
、
財
務
総
監
が
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
に
対
し
、
す
べ
て

の
収
益
を
十
分
の
一
税
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
訓
令
を
発
し
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
王
権
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ブ

フ
エ
ラ
ン
か
ら
財
務
総
監
へ
の
一
七
一
二
年
四
月
六
日
の
書
簡
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、

ネ
ゴ
ジ
ア

γ

(
Z
E
Zる
お
よ
び
サ
ン
リ
マ
ロ

(ω
ず
冨
と
る
の
都
市
の
徴
税
名
簿
は
商
人
た
ち
の
全
面
的
な
苦
情
に
も
と
づ
き
、
わ
れ
わ
れ
の
命

令
に
よ
っ
て
、
執
行
を
停
止
V
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
で
は
商
工
業
収
入
の
十
分
の
一
税
は
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
。

ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
い
て
は
、

入
ナ
ン
ト



普
遍
的
租
税
と
し
て
、
特
権
身
分
に
対
す
る
課
税
に
進
歩
が
見
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
史
料
の
欠
如
と
同
時
に
、
徴
税
名
簿
、
が
貴
族
と
第
三
身
分
を
同
一
の
名
簿
で
課
税
し
て
い
る
た
め
に
貴
族
の
課

税
額
を
分
離
し
、
そ
れ
を
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
の
課
税
額
と
比
較
す
る
こ
と
が
閤
難
な
た
め
で
あ
討
レ
ビ
ョ
ン

2
5
E
Z己
主

は

カ
ピ
タ
シ
ヨ
ン
以
上
の
税
収
を
あ
げ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
が
包
カ
ピ
タ
シ
ヨ
ン
と
の
比
較
に
お
い
て
こ
の
推
測
は
妥
当
す
る
と
し
て

」
の
点
も
詳
細
は

も
、
貴
族
に
対
す
る
徴
税
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
七
一
二
年
八
月
一

O
日
の
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
の
書
簡
は
、
ヘ
フ

局

ル
タ
l
ニ
ュ
に
つ
い
て
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
若
干
の
司
教
区
の
貴
族
た
ち
が
昨
年
一
月
一
日
ま
で
五
期
分
の
課
税
に
つ
い
て
収
益
の

十
分
の
一
を
支
払
お
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
W)
と
述
べ
て
い
る
。

人
極
め
て
正
確
に
十
分
の
一
税
を
支
払
っ
た
の
は
や
は
り
住
民
の
う
ち
で
も

っ
と
も
貧
困
な
階
層
で
あ
っ
た
V
の
で
あ
る
。

以
上
、

一
七
一

O
年
の
十
分
の
一
税
は
直
接
徴
税
の
方
式
は
と
っ
た
が
、

定
率
税
の
要
件
で
あ
る
「
申
告
」
・
「
査
定
」
の
不
完
全
さ
を
は
じ
め
と
し

て
、
本
来
の
性
格
と
は
ほ
ど
遠
い
結
果
と
な
っ
て
い
(
問
。
ブ
ル
タ
l
-
一
ュ
に

お
け
る
税
収
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
お
け
る
収
税
額
は
表
附
で
あ
る
。

〔一一〕

一
七
二
五
年
の
五
十
分
の
一
税

こ
れ
は
州
三
部
会
が
買
戻
し
た
た
め
、
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
で
は
徴
収
さ
れ
て

、
こ
、
‘

l
u
V
4
I
L
-
-
u
v
 

北
大
文
学
部
紀
要

(5) 表

全ブラ γ ス
(年額〉

十分のー税税収

ブりレターニュ | 

(年額)I 

(9ーグル)

30，219，000 
(リーグル)

1，608，963 1710-11 

24，361， 000 1， 475，117 1712 

24，326，000 1，475，117 1713 

24，104，000 1，385，120 1714 

23，139，000 1， 385， 120 1715 

q 1， 348， 766 1716 

守
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1，348，766 1717 



ブ
ル
タ
I
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

買
戻
し
を
行
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
高
等
法
院
の
反
対
が
激
し
く
、

王
権
は
王
令
の
登
録
を
行

な
う
た
め
に
勅
命
状

Q
2
R白
骨
吉
田
回
目
。
ロ
〉

を
発
せ
ざ
る
を
得
九
十
か
っ
た
こ
と
、

お
よ
び
王
権
に
と

っ
て
最
大
の
脅
威
は
高
等
法
院
と
州
三
部
会
の
反
王
権
的
立
場
に
お
け
る
提
携
に
あ
っ
た
か
ら
、
議
会

に
対
し
て
は
危
険
な
こ
と
は
す
べ
て
避
け
る
と
い
う
譲
歩
策
と
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

宇品

た
、
五
十
分
の
一
税
自
体
の
性
格
か
ら
く
る
徴
収
の
困
難
か
ら
、
王
権
が
「
請
負
」
、
「
予
納
」
、
「
買
戻
」

の
方
式
を
全
面
的
に
採
用
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。

州
三
部
会
に
よ
る
五
十
分
の
一
税
買
一
庚
額
は
表
附
で
あ
る
。

〔
一
ニ
〕

一
七
三
三
年
の
十
分
の
一
税

額

(リーグル)

220，000 

220，000 

200，000 

(5) 

五十分のー税買戻額

戻度

172 6 

1 7 2 5 

1 7 2 5 

表

年
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を
の
ぞ
ん
で
お
り
、

王
権
側
に
お
い
て
も
軍
一
事
費
の
迅
速
な
入
手
の
た
め
に
予
納
制
が
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た

Q

一
七
三
三
年
の
十
分
の
一
税
は
一
七
一

O
年
の
場
合
と
こ
と
な
り
、
予
納
制
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
議
会
側
も
予
納
制

こ
の
十
分
の
一
税
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
一
七
三
四
年
は
ブ
ル
タ
l

ニ
ニ
に
と
勺
て
画
期
的
な
年
で
p

足
る
ο

そ
れ
は
議
会
が
要
求
し
て

き
た
常
設
の
行
政
機
関
で
あ
る

A
h
o
B
B
U丘
O
ロ
笠
宮
口
B
E
E
E
V
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ッ
シ
一
一
一
ン
の
管
理
の
も
と

で
予
納
さ
れ
た
十
分
の
一
税
が
い
か
な
る
形
で
実
現
さ
れ
た
か
。

山
定
率
税
と
し
て
の
性
格
に
関
し
て
。

予
納
制
は
ブ
ル
タ
I
ニ
ュ
か
ら
収
納
さ
る
べ
き
金
額
を
王
権
が
州
コ
一
部
会
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
予
納
制
の
採
用
が
ま
ず
も
っ
て
定
率
税
と
し
て
の
十
分
の
一
税
の
性
格
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら



ば
、
予
め
定
め
ら
れ
た
徴
税
総
額
が
司
教
区
か
ら
小
教
区
の
単
位
へ
と
配
分
さ
れ
、
結
局
各
納
税
義
務
者
の
税
額
決
定
を
拘
束
す
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
徴
税
総
額
の
配
分
の
過
程
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、

①
各
司
教
区
へ
の
配
分
。
こ
れ
は
州
三
部
会
が
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
配
分
の
際
に
、
予
め
納
税
義
務
者
の
数
、
課
税
物
件
の
価
値

な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
う
こ
と
な
く
、
無
原
則
的
に
配
分
が
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
司
教
区
内
の
各
小
教
区
が
従
来
の
直
接
税

(
A
F
E唱
V
、
カ
ピ
タ
シ
一
ニ
ン
)
に
お
い
て
負
担

こ
こ
で
も
十
分
の
一
税
の
革
新
的
意
味
は
失
な
わ
れ
て
い
る

⑧
各
小
教
区
へ
の
配
分
。
こ
れ
は
、

し
た
額
を
基
礎
と
し
、
そ
の
按
分
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

③
各
納
税
義
務
者
へ
の
配
分
。
こ
こ
に
お
い
て
多
少
定
率
税
と
し
て
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
入
。
。
B
S
5
5
5

5昨
何
同

B
E
E
B
V
の
各
司
教
区
に
お
け
る
下
部
機
構
八
回
口
吋

8
5内
全
日
合
同
日

E
V
が
毎
年
徴
税
名
簿
を
作
成
し
、
担
当
地
域
に
お
け
る
地

価
の
変
動
な
ど
の
資
料
を
集
め
て
課
税
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

Jt
「
申
告
」
の
方
式
は
前
面
か
ら
消
え
て

い
加
。
さ
ら
に
、
税
額
の
決
定
に
お
い
て
、
集
め
ら
れ
た
資
料
が
正
当
に
反
映
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
は
な
は
だ
う
た
が
わ
し
い
c

ま
ず
、
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税
額
の
決
定
に
関
す
る
各
個
人
の
財
産
の
評
価
は
入
国
ロ
8
2
M
念。
n
h
E
5日
V
が
管
轄
区
域
内
、
の
貴
族
名
士
層
の
協
力
を
得
て
行
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
の
意
図
お
よ
び
そ
の
因
難
さ
は
入
貴
族
の
名
士
層
に
宛
て
た
回
状
V
に
一
万
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

①
財
産
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
対
象
の
地
域
に
つ
い
て
精
通
す
る
者
と
協
議
す
る
以
外
に
よ
い
方
法
は
な
い
、
と
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に

し
た
の
ち
、
⑤
協
力
者
が
密
告
者
と
み
な
さ
れ
ぬ
た
め
の
配
慮
を
記
し
て
い
る
。

か
か
る
貴
族
の
名
士
層
の
影
響
の
も
と
で
財
産
の
評
価
が
行
な
わ
れ
、
名
士
層
か
ら
の
情
報
、

A
切口
5
2
M円
岳
日
合
同
昨
日
V
の
資
料
と
、

一
七
一

O
年
以
来
の
徴
税
名
簿
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
額
を
決
定
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
納
税
義
務
者
の
担
税
力
の
測
定
へ

の
努
力
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
予
め
徴
税
額
の
大
枠
が
定
っ
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
課
税
作
業
の
繁
雑
さ
が
従
来
の
徴
税
名
簿
に
よ
り
多

北
大
文
学
部
紀
要



プ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

く
依
存
さ
せ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
定
率
税
と
し
て
担
税
力
の
正
確
な
か
っ
動
態
的
な
把
握
を
行
な
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

収
益
全
般
に
関
す
る
租
税
と
し
て
の
性
格
。

qhH 
十
分
の
一
税
は
課
税
の
対
象
を
各
種
収
益
全
般
に
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、

①
予
納
制
実
施
の
た
め
税
源
が
州
外
に
あ
る
も
の
は
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
債
の
収
益
が
こ
れ
に
あ
た
る
o

利
子
の
支

払
い
の
際
に
十
分
の
一
が
差
引
か
れ
る
か
ら
、

」
れ
は
当
然
で
あ
る
。

②
徴
税
の
対
象
と
し
て
は
、

不
動
産
十
分
の
一
税
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
。
不
動
産
十
分
の
一
税
の
徴
税
額
は
約
百
六
十
万
リ
ー
グ
ル

で
あ
り
、
予
納
額
百
五
十
万
リ
ー
グ
ル
お
よ
び
徴
税
費
は
こ
の
範
曙
の
十
分
の
一
税
か
ら
供
給
さ
れ
る

Q

そ
の
他
官
職
収
入
、
年
金
収
入
に
関
し
て
約
九
万
リ
ー
グ
ル
の
徴
収
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
不
測
の
事
態
に
そ
な
え
ら
れ
る

Q

③
州
で
行
な
う
公
債
、
商
工
業
収
入
の
十
分
の
一
税
は
免
ぜ
ら
れ
る
。

以
上
、
収
益
全
般
に
対
す
る
課
税
と
し
て
の
性
格
も
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
。
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削
普
遍
的
租
税
と
し
て
の
性
格
に
関
し
て
。

免
税
特
権
の
排
除
の
問
題
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
に
お
け
る
十
分
の
一
税
の
徴
税
名
簿
は
貴
族
と
第
三
身
分

を
区
分
し
て
い
な
い
た
め
、
州
全
体
に
つ
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

レ
ン
ヌ
と
サ
ン
H

マ
ロ
の
二
都
市
の
み
両

者
は
別
個
の
徴
税
名
簿
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
て
い
る
の
で
、

」
の
二
例
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、

①
レ
ン
ヌ
の
場
合
。

(

a

)

貴
族
の
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
納
税
額
、

(
b
)
同
十
分
の
一
税
納
税
額
、
四
万
八
千
五
百
四
十
四
リ
l
ヴ
ル
。

一
万
一
千
八
百
リ
ー
グ
ル
。



⑨
サ
ン
H

マ
ロ
の
場
合
。

(

a

)

カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
納
税
額
、
一
万
八
千
二
百
十
二
リ
l
ヴ
ル
。

(
b
)
十
分
の
一
税
納
税
額
、
五
万
リ
l
ヴ
ル
。

レ
ン
ヌ
で
四
倍
強
、

サ
ン
U

マ
ロ
で
コ
一
倍
弱
と
、

こ
れ
が
貴
族
の
収
益
の
十
分
の
一
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
反
映
し
て
い
た
か
は
別
と
し

て
、
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
貴
族
の
こ
の
系
統
の
租
税
に
対
す
る
極
度
の
嫌
悪
の

原
因
で
あ
り
、
前
述
の
財
産
評
価
に
貴
族
を
参
与
さ
せ
る
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
一
七
三
三
年
の
王
令
に
よ
る
十
分
の
一
税
実
施
の
実
態
に
つ
い
て
ふ
れ
て
き
た
が
、

こ
と
が
で
き
る
c

①
予
納
制
の
採
用
に
よ
っ
て
定
率
税
と
し
て
の
性
格
は
大
半
失
な
わ
れ
、
配
賦
税
へ
の
変
質
が
見
ら
れ
る
こ
と
。

⑨
納
税
義
務
者
へ
の
税
額
決
定
に
あ
た
っ
て
、
多
少
と
も
財
産
評
価
を
行
な
い
、
担
税
力
の
測
定
に
努
力
し
て
い
る
が
、

原
則
を
す
て
て
お
り
、
貴
族
の
影
響
を
こ
う
む
り
や
す
い
方
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
課
税
の
-
公
正
・
明
確
の
原
則
を
欠
く
結
果

と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

」
の
点
に
関
し
て
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
い
う

「
申
告
L

の
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③
予
納
制
に
よ
っ
て
課
税
・
徴
税
に
関
す
る
財
務
行
政
を
州
に
委
ね
た
結
果
、
十
分
の
一
税
が
州
の
政
策
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
刊
商
工
業
十
分
の
一
税
の
免
除
、
同
一
州
発
行
の
公
債
収
益
へ
の
課
税
免
除
が
こ
れ
で
あ
る
。

総
じ
て
、
州
の
十
分
の
一
税
に
関
す
る
財
務
行
政
に
は
便
宜
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
こ
と
。

④
貴
族
に
対
す
る
課
税
の
問
題
で
は
、
カ
ピ
タ
シ
ョ
ン
と
の
比
較
に
限
っ
て
い
え
ば
、
進
展
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
。

一
七
三
一
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
十
分
の
一
税
は
二
七
四
一
年
に
再
度
復
活
す
る
。
こ
の
場
合
も
予
納
制
が
と
ら
れ
、
実
施
過
程
に
お
け
る

問
題
点
は
す
べ
て
一
七
三
三
年
の
十
分
の
一
税
の
場
合
と
同
様
と
い
え
る
。
た
だ
、
予
納
額
が
三
十
万
リ
l
ヴ
ル
増
加
し
、
百
八
十
万
り
l

北
大
文
学
部
紀
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ブ
ル
タ
l

ェ
ュ
に
お
け
る
新
税

ヴ
ル
と
な
っ
た
た
め
に
、
従
来
免
除
さ
れ
て
き
た
商
工
業
収
益
の
十
分
の
一
が
は
じ
ゐ
て
徴
収
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
約
四
万
リ
ー
グ
ル
の
税
収

が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
c
そ
の
他
は
二
七
三
四
年
の
徴
税
名
簿
に
一
部
め
さ
れ
た
税
額
を
按
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
予
納
額
を
得
た
。

お
よ
び
一
七
四
一
年
の
主
要
ぺ
イ
H

デ
タ
に
お
け
る
予
納
額
は
表
同
一
で
あ
る
o

一
七
一
二
三
(
徴
収
開
始
は
一
七
三
四
)
年
、

〔

四

〕

一
七
四
九
年
の
二
十
分
の
一
税

王
権
が
こ
の
系
列
の
新
税
を
厳
密
に
実
施
し
よ
う
と
し
た
の

十

ι
、

一
七
四
九
年
の
二
十
分
の
一
税
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
二

十
分
の
一
税
の
創
設
が
平
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
緊
急

の
戦
費
調
達
の
必
要
が
な
い
だ
け
に
、
強
力
な
政
策
を
と
り
え

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
十
分
の
一
税
の
創
設
が
全
国

的
に
、
当
初
は
激
し
い
抵
抗
を
受
け
な
か
っ
た
が

」
れ
は

十
分
の
一
税
が
十
分
の
一
税
と
同
様
な
方
式
で
実
施
さ
れ
る
も

の
と
予
想
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

財
務
総
監
マ
シ
ョ
ー
は
一
七
四
九
年
の
王
令
を
実
施
す
る
に

ふ
の
た
っ
て
、

ベ
イ
日
デ
タ
に
対
し
て
予
納
制
を
拒
否
し
、
王
令

に
示
さ
れ
る
新
税
の
原
則
を
厳
密
か
つ
全
国
一
様
に
実
現
し
ょ
げ

う
と
し
た
。

主要ペイ=デタの十分のー税予納額
表

1741(リーヴノレ〉l阪リーグノレ)I 

350，000 

90，000 
※ 

1， 800，00。

200，000 

60，000 

Artois 

Bearn 

1，500，000 Bretagne 

750，000 700，000 Bourgogne 

270，000 215，000 Bresse， Burgey， Gex 

166，000 130，000 Flandre Maritime 

225，000 140，000 Hainaut 

1， 500， 000 1，350，000 Languedoc 

370，000 275，000 Flandre Wallonne 

180，000 100，000 Paris 

700，000 550，000 Provence 

94，000 
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Roussillon 

※プノレターエュでは1746年以後，付加税180.000リーヴノレが
徴収される

70，000 



こ
の
た
め
に
は
、
就
中
、
定
率
税
と
し
て
の
性
格
を
保
証
す
る
「
申
告
」
と
「
査
定
」
が
十
分
に
行
な
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
心
事
実
一
七
回

九
年
の
二
十
分
の
一
税
実
施
の
過
程
は
「
申
告
」
と
「
査
定
」
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、

こ
の
問
題

か
ら
検
討
す
る
。

山
「
申
告
・
査
定
」
の
問
題
。

強
制
申
告
の
実
施
に
あ
た
っ
て
予
想
さ
れ
る
事
態
と
し
て
は
、
二
十
分
の
一
税
が
厳
密
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
州
の

反
対
が
激
化
し
、

し
た
が
っ
て
ま
た
申
告
書
の
提
出
が
迅
速
に
行
な
わ
れ
ぬ
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
。

事
実
、
申
告
は
一
七
五

O
年
の
徴
税
に
は
間
に
合
わ
ず
、

一
七
五

O
年
分
は
一
七
四
九
年
の
十
分
の
一
税
の
名
簿
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ

る
こ
と
が
最
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
税
率
が
二
十
分
の
一
と
な
っ
て
も
、
十
分
の
一
税
と
同
等
の
金
額
を
要
求

し
て
も
過
度
で
は
な
い
と
王
権
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
王
権
は
新
税
の
正
確
な
適
用
に
よ
っ
て
、
十
分
の
一
税
の
税
収
を

は
る
か
に
上
回
る
二
百
五
十
万
リ
l

ヴ
ル
の
税
収
を
予
想
し
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。
表
酬
に
直
接
徴
税
に
よ
る
二
十
分
の
一
税
の
税
収
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を
示
し
て
い
る
が
、
十
分
の
一
税
の
予
納
額
に
ほ
ぼ
匹
敵
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
な
ら
ば
、
予
納
制
が
い
か
に
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
と
っ
て

有
利
で
あ
っ
た
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

メ

ー

ル

サ

γ
4
7
イ
ク

一
七
五
一
年
の
徴
税
名
簿
作
成
の
た
め
の
申
告
書
の
提
出
は
、
各
都
市
、
小
教
区
毎
に
、
市
長
、
小
教
区
総
代
か
ら
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ

ら
一
カ
月
で
あ
っ
た
が
、

守
口
ず
【

Ebm忌
る
を
通
じ
て
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
へ
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
申
告
の
提
出
期
間
は
当
初
、

八
月
十
五
日
ま
で
延
期
さ
れ
加
。
申
告
書
の
提
出
に
関
し
て
成
果
の
あ
が
ら
な
い
理
由
は
、
貴
族
の

一
七
五

O
年
三
月
一
日
か

の
ち
、

抵
抗
も
あ
る
が
、

そ
れ
を
克
服
す
べ
き
国
王
官
僚
機
構
(
ア
シ
タ
ン
ダ
ン
|
|
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
制
)

の
虚
弱
さ
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て

い
る
。
二
十
分
の
一
税
監
督
官
♀
可
巾

2
2円
E
4
Z恒
5
2
4
ロ
ー
ラ
ン

(HKRHRE)
は
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、

A
シ

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ル
タ
l

ェ
ュ
に
お
け
る
新
税

ユ
ブ
デ
レ
ゲ
の
若
干
の
者
は
、
そ
の
不
活
動
と
、
悪
例
と
、
悪
意
に
よ
っ
て
、
貴
下
の
目
を
よ
ぎ
る
者
の
う
ち
、
も
っ
と
も
危
険
で
、
も

っ
と
も
無
能
な
輩
と
な
っ
て
い
る
V
と
述
べ
て
い
る
。
ア

γ
タ
ン
ダ
ン
は
市
長
、
小
教
区
総
代
を
把
握
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
己
の
属
僚
た

る
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
の
熱
意
さ
へ
期
待
で
き
ぬ
状
況
に
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、
申
告
書
の
提
出
状
況
は
極
め
て
悪
く
、
一
七
五

O
年
末
の
州
三
部
会
開
会
時
に
受
理
し
て
い
た
数
は
八
千
通
に
す
ぎ
ず
、

ほ
ぼ
提
出
が
完
了
し
た
と
判
断
さ
れ
た
三
万
九
千
通
が
受
理
さ
れ
た
の
は
、
一
七
五
一
年
末
で
あ
る
。
し
か
も
申
告
書
の
内
容
は
極
め
て

不
完
全
で
あ
り
、
特
に
貴
族
の
提
出
し
た
申
告
に
お
い
て
土
地
面
積
の
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ご
く
ま
れ
で
あ
っ
た
。

五
二
年
と
も
に
、
徴
税
名
簿
は
十
分
の
一
税
徴
税
名
簿
お
よ
び
一
七
五

O
年
の
徴
税
名
簿
を
基
礎
と
し

て
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
七
一

O
年
、
一
七
一
二
三
年
、
一
七
四
九
年
と
多
数
の
名
簿
を
使
用
し
た
結
果
、
二
重
記
入
、

一
七
五
二
年
の
州
三
部
会
で
紛
争
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
州
三
部
会
は
一
七
五
三
年
の
徴
税
に
関
し
て
は
提
出
さ
れ
た
申

し
た
が
っ
て
、

一
七
五
一
年
、
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誤
記
が
生
じ

告
を
基
礎
と
し
て
税
額
を
決
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
一
七
五
二
年
十
一
月
二
日
の
国
王
顧
問
会
議
の
決
定
守
口
合
含
。
。
ロ
白
色
)
は

こ
の
要
求
に
対
し
て
譲
歩
す
る
。
申
告
納
税
と
い
う
二
十
分
の
一
税
本
来
の
性
格
に
の
の
と
っ
た
行
為
が
王
権
に
と
っ
て
譲
歩
と
な
っ
た

一
七
五
二
年
の
約
百
七
十
六
万
リ
l
ヴ
ル
に
対
し
、

十
四
万
リ
l
ヴ
ル
と
四
十
二
万
リ
ー
グ
ル
、
約
二
十
四
軒
の
減
少
を
示
し
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
申
告
が
い
か
に
不
完
全
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
不
動
産
十
分
の
一
税
に
関
し
て
、
申
告
を
基
礎
と
し
た
一

五
三
年
に
は
約
百
三

七
五
三
年
度
の
課
税
額
と
前
年
度
の
そ
れ
と
を
比
較
す
れ
ば
、

こ
の
結
果
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
は
不
備
な
申
告
書
の
提
出
者
に
再
提
出
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
場
合
に
申
告
書
の
総
数
約
三
十
九

万
通
の
う
ち
、
訂
正
を
要
し
た
も
の
は
約
半
数
で
あ
り
、

ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
わ
る
。

厳
密
に
申
告
書
を
選
別
し
た
と
す
れ
ば
使
用
に
耐
え
う
る
J
b
の
は
六
千
通
に
す



か
よ
う
に
し
て
、

一
応
意
図
す
る
徴
税
名
簿
が
完
成
す
る
の
は
一
七
五
四
年
一
月
で
あ
り
、
二
十
分
の
一
税
が
徴
税
を
開
始
し
た
一
七

で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
全
面
的
変
更
の
要
あ
る
も
の
V
、

五
O
年
一
月
一
日
か
ら
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
二
十
分
の
一
税
監
督
官
?
ー
ラ
ン
は
こ
の
名
簿
を
八
準
備
的
な
未
完
成
の
も
の

と
不
満
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。

王
権
の
期
待
し
た
税
収
二
百
三
十
万
な
い
し
四
十
万
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
査
定
の
継
続
・
強
化
に
よ

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
後
、

っ
て
徴
税
名
簿
の
改
良
を
は
か
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
査
定
の
作
業
は
、
二
十
分
の
一
税
に
関
す
る
財
務
行
政
の
た
め
に
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
要
員
、
す
な
わ
ち
、

名
の
監
督
官
♀

-
5
2
2芯
己
門
]
Z
4
5
m
H
5
5
0
)
お
よ
び
、
約
五
十
名
の
検
査
官
公
。
E
5
-
2
5
仏ロ

4
E恒
志
自
由
)

に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
。
査
定
の
対
象
は
も
っ
ぱ
ら
不
動
産
収
益
に
関
し
て
で
あ
る
。
検
査
官
は
査
定
の
場
合
現
地
に
お
も
む
き
、
土
地
の
売
買
に
関
す
る

証
室
宍
賃
貸
契
約
書
な
ど
の
証
拠
書
類
の
提
出
を
求
め
、

一173-

こ
の
種
書
類
の
な
い
場
合
、
直
接
経
営
を
行
な
う
土
地
所
有
者
の
土
地
に
関
し

て
は
賃
貸
さ
れ
た
場
合
の
小
作
料
を
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
査
定
の
資
料
と
し
た
。

査
定
が
効
果
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

徴
税
名
簿
に
あ
ら
わ
れ
る

課
税
額
の
変
化
に
よ
っ
て
推
測
す
る
他
は
な
い
が
、
不
動
産
二
十
分
の
一
税
に
関
し

て
こ
の
変
化
を
示
し
た
の
が
表
附
で
あ
る
。

一
七
五
O
|
五
二
年
の
課
税
額
は
十
分
の
一
税
の
徴
税
名
簿
を
基
礎
と
し
た
も
の

で
あ
り

一
七
五
三
年
は
申
告
書
の
み
を
根
拠
に
し
た
課
税
額
で
あ
る
。

査
定
の
成

果
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
一
七
五
四
|
五
六
年
の
課
税
額
に
関
し
て
で
あ
る
。

課
税
額
の
の
び
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
一
七
五
O
l
五
二
年
の
そ
れ
と
比
較
し
た
場

北
大
文
学
部
紀
要

表 [8)

不動産二十分のー税課税額

税額

(リーヴノレ〉

1，627，122 

1，358，381 

1， 756，447 

1，285，000 

1，763，383 

課度

175 0 

1 753 

1 754 

175 1 

1 752 

年

1，382，492 

1，418，000 

1 755 

1 756 



プ
ル
タ
i

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

ム口、
L

あ
る
い
は
、

王
権
が
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
関
し
て
期
待
し
た
税
収
を
考
慮
す
る
場
合
、
決
定
的
成
果
を
あ
げ
た
と
は
と
う
て
い
結
論
づ

け
る
こ
と
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
査
定
に
お
い
て
決
定
的
な
成
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
こ
で
も
国
王
官
僚
機
構
の
能
力
が
問
題
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
二
十
分
の
一
税
に
関
す
る
財
務
行
政
を
担
当
し
た
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
配
下
の
「
監
督
官
|

l
検
査
官
」
の
機
構
は
検
査
官
が
必

ず
し
も
専
門
的
能
力
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
己
の
能
力
に
お
い
て
査
定
の
作
業
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
都
市
、
小
教

オ
ル
ド
ナ

γ
λ

一
七
五
三
年
の
王
令

区
役
員
の
協
力
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
役
員
が
積
極
的
に
協
力
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

が、

A
検
査
官
を
補
佐
し
、
必
要
な
情
報
を
与
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
五
十
リ
l
ヴ
ル
の
罰
金
を
課
す
る
V
こ
と
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
前
述
し
た
如
く
、
二
十
分
の
一
税
監
督
・
検
査
官
に
対
し
て
、
同
様
に
ブ
ン
タ
ン
、
タ
ン
機
構
の
一
環
た

る
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
、
が
協
力
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
敵
意
を
示
し
た
。
か
よ
う
に
ブ
ン
タ
ン
ダ
ン
行
政
機
構
に
お
い
て
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
が
機
能

性
を
欠
い
て
い
る
事
実
に
関
し
て
は
、
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
い
て
も
シ
ュ
ブ
デ
レ
ゲ
が
売
官
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
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以
上
、
二
十
分
の
一
税
が
定
率
税
と
し
て
実
現
す
る
た
め
に
は
課
税
標
準
の
正
確
な
測
定
が
必
要
で
あ
り
「
申
告
・
査
定
」
の
問
題
も

」
の
点
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
作
業
は
十
分
な
成
果
、
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
納
税
義
務
者
特
に
貴
族
の

ま
た
、
国
王
官
僚
機
構
が
こ
れ
を
行
な
い
う
る
能
力
に
欠
け
て
い
た
こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
結
果
、
課

税
額
は
王
権
の
期
待
し
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
十
分
の
一
税
徴
税
名
簿
を
基
礎
と
し
た
税
額
す
ら
改
善
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

抵
抗
に
も
よ
る
が
、

さ
ら
に
、
二
十
分
の
一
税
の
そ
の
他
の
原
則
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

収
益
全
般
に
関
す
る
租
税
と
し
て
の
性
格
ο

(2) 



こ
の
点
で
は
依
然
不
動
産
収
益
に
関
す
る
も
の
が
圧
倒
的
部
分
を
占
め
て
い
る
(
表
附
参
照
)

こ
れ
に
対
し
て
、
年
金
・
官
職
収
入
に
関
し
て
は
支
給
時
に
差
引
く
と
い
う
徴
収
上
の
便
宜
か
ら
、

総
額
は
わ
ず
か
六
万
八
千
リ
l
ヴ
ル
か
ら
九
万
リ
ー
グ
ル
に
す
ぎ
な
い
。

正
確
に
徴
税
さ
れ
て
い
る
が
そ
の

商
工
業
二
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
は
そ
の
課
税
対
象
の
決
定
、

お
よ
び
課
税
標
準
の
確
定
つ
ま
り
収
益
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
た
め
に

額
約
三
万
八
千
リ
!
ヴ
ル
に
ほ
ぼ
固
定
し
、

こ
の
税
種
に
対
し
て
改
善
の
努
力
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
直
接
徴
税
(
弘
∞
円
四
)

ま
っ
た
く
進
歩
が
見
ら
れ
な
い
。

の
期
聞
を
通
じ
て
、
十
分
の
一
税
当
時
の
税

不
動
産
二
十
分
の
一
税
が
総
課
税
額
の
圧
倒
的
部
分
を
占
め
る
こ
と
は
、
当
該
時
点
に
お
け
る
農
業
人
口
な
い
し
土
地
所
有
人
口
と
商

工
業
人
口
を
対
比
す
る
な
ら
ば
当
然
の
結
果
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
不
都
合
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
商
工
業
二
十
分
の
一
税
の
税
額
が
な
ん
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ら
改
善
さ
れ
ぬ
ま
ま
固
定
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

貴 l3)
族

対
す
る
課
税
の

進
展

イコ

て
で
あ
る
カミ

普
遍
的
課
税
と
し
て
の
性
格

レ
ビ
ヨ

γ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
決
定
的
な
数
字
を
示
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ

の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
十
分
の
一
税
実
施
の
当
初
は
、

税
に
関
す
る
貴
族
と
第
三
身
分
の
負
担
割
合
は
十
分
の
一
税
の
場
合
と
変
化
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
十
分

一
七
五
四
年
以
後
、

レ
ン
ヌ
と
サ
ン
日
マ
ロ
に
限
っ
て
い
え
ば
、

不
動
産
二
十
分
の

の
一
税
以
後
め
だ
っ
た
進
展
は
な
か
っ
た
。

レ
ン
ヌ

サ
γ
日
マ
ロ
の
み
な
ら
ず
、
全
司
教
区
に
お
い
て
、
貴
族
と

第
三
身
分
は
別
個
の
徴
税
名
簿
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
一
七
五
四
!
五
六
年
の
三
年
間
に
お
け
る
、

税
課
税
総
額
に
対
し
て
、
貴
族
の
税
額
の
占
め
る
割
合
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

不
動
産
二
十
分
の
一

一
七
五
四
年

三
コ
寸
二
七
万

一
七
五
五
年

コ
一
二
、
三
三
%

一
七
五
六
年

一
ニ
一
、
九
一
一
%

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

(4¥ 

徴
税
額
に
つ
い
て
。

こ
の
三
年
間
に
限
っ
て
い
え
ば
、
貴
族
の
負
担
額
は
ほ
ぼ
固
定
的
で
あ
り
、
若
干
低
下
の
傾
向
が
見
う
け
ら
れ
る
。

以
上
、
二
十
分
の
一
税
の
課
税
に
関
す
る
諸
問
題
を
見
て
き
た
。
課
税
の
問
題
に
お
け
る
技
術
的
困
難
お
よ
び
王
国
財
政
機
構
H

官
僚

制
の
欠
陥
は
、
課
税
額
の
実
現
、
す
な
わ
ち
徴
税
の
場
合
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
な
結
果
を
の
こ
し
て
い
る
。
表
問
は
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に

お
け
る
一
七
五
七
年
一
月
一
日
現
在
の
直
接
徴
税
制
公
身
ぽ
)
に
よ
る
徴
税
の
実
態
を
一
万
す
ο
金
額
は
各
年
度
分
の
も
ち
こ
さ
れ
た
滞
納

は
容
易
で
あ
ろ
う
。

額
で
あ
る
。
表
酬
に
よ
っ
て
、
二
十
分
の
一
税
の
直
接
徴
税
期
間
に
お
け
る
税
収
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
事
態
の
深
刻
さ
を
認
め
る
こ
と

王
権
は
税
収
の
増
加
の
た
め
に
、
新
税
に
革
新
的
性
格
を
も
り
こ
る
、

そ
の

原
則
を
厳
密
に
実
施
す
る
た
め
に
予
納
制
官

σ
S
E
E
B
。を
排
し
、
直
接

徴
税
制
(
広
包
巾
〉
を
と
り
財
政
に
お
け
る
王
権
の
一
元
化
を
は
か
っ
た
が
、
二

十
分
の
一
税
の
実
現
を
推
進
し
た
財
務
総
監
マ
シ
ョ

l
の
失
脚
が
示
す
よ
う
に

」
の
試
み
は
挫
折
し
、

ア
ン
シ
ア
ン
H

レ
ジ
ー
ム
期
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
な
い
。

こ
の
失
敗
の
原
因
と
し
て
は
、
特
権
者
の
抵
抗
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
絶
対
王
政
の
官
僚
機
構
が
こ
れ
ら
革
新
的
性
格

を
有
す
る
新
税
を
実
現
、
維
持
す
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
絶
対
王
政
の
国
家
財
政
に
お

い
て
、

ベ
イ
リ
デ
タ
あ
る
い
は
予
納
制
が
有
す
る
意
味
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ

表 (9)

1757年 1月現在三十分のー税未納額

年 納額

(リーヴノレ〉

50， 190 

未度

175 0 

142，380 175 1 

171，699 1 752 

123，066 175 3 

355， 778 1 754 

529，267 175 5 

1，203， 171 

メミ
ロ 計
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2，575，555 

1 756 



る。
一
七
五
六
年
に
七
年
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、

王
権

は
直
接
徴
税
を
す
て
て
予
納
制
を
と
る
に
至
る
。
緊

急
に
戦
費
を
要
す
る
場
合
、
直
接
徴
税
の
失
敗
は
決

定
的
で
あ
っ
た
。

予
納
制
の
採
用
は
、
要
す
る
に
、

一
七
三
四
年
の

十
分
の
一
税
に
お
る
徴
税
方
式
へ
の
復
帰
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
王
国
財
政
一
元
化
へ
の

努
力
の
挫
折
に
続
く
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

王
権
に

対
す
る
ぺ
イ
H

デ
タ
の
存
在
意
義
は
軽
視
で
き
な

ぃ
。
予
納
制
の
採
用
は
王
権
の
州
財
政
・
行
政
能
力

へ
の
依
存
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
は

国
有
の
財
政
を
有
し
、
ま
た
「

A〔

U
C
B
B
U印円。ロ宮門
2

B o、
巳ー
戸

炉吋

m 
V 

A 
国
民
吋
伺
間
口
凶

巳4

0 
(") 
巾、
cρ 
同

ロ
rn 

V 

A

ハ
(
U
2
5
4。ロ門町一口
-
Z
V
L
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も

「
ア
ン
タ
ン
ダ
ン

l
i
シ
ュ
ブ
レ
ゲ
制
」
に
は
匹
敵

す
る
行
政
機
構
を
保
持
し
て
い
た
。

A
(
U
O
B白
山
田
氏
。
ロ

北
大
文
学
部
紀
要

日0)表

~il. 税税のJ、、
刀十

付加税
(リーヴノレ〉

1 750 1， 621， 701 180，000 

175 1 1，589，855 180，000 

1 752 1， 558， 535 180，000 

1 753 1， 156，949 180，000 

175 4 1， 113，403 180，000 

175 5 987，354 180，000 

175 6 366， 157 240，000 

予納期間 第一 第二 第二
20分の l税 20分の 1税 20分の l税

※ 々 (予年額納額)は各
1 7 5 7 -71 1，200.000 1， 200. 000 240，000 

1772-79 1， 330， 000 1， 330， 000 266，000 

1 78 0-82 1， 395， 000 1， 395，000 279，000 

1 78 3 -86 1， 395， 000 1，395，000 886，6661. 279，000 
3s，4d. 

(リーヴノレ〕収税直接 徴税

(1=リーヴノレ， s=スー， d=ドニエ〕

※第三20分の l税の予納は1756年より。
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ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

古
件
臥
円
自
注
目
回
目

B
V
の
創
設
が
認
可
さ
れ
た
一
七
三
四
年
に
十
分
の
一
税
が
予
納
さ
れ
た
こ
と
も
こ
の
点
で
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。

予
納
制
に
よ
っ
て
二
十
分
の
一
税
の
管
理
を
州
に
委
ね
る
こ
と
は
、
単
に
徴
税
事
務
が
州
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
く
、
予
納
制
の
性
質
上
、
二
十
分
の
一
税
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
定
率
税
を
配
賦
税
に
変
質
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

ア
ン
シ
ア
ン

H

レ
ジ
ー
ム
期
の
直
接
税
の
欠
陥
で
あ
る
税
収
停
滞
の
原
因
が
こ
こ
で
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
後
王
権
が
二

て川十
分
の
一
税
に
よ
り
多
く
の
税
収
を
の
ぞ
む
場
合
、
第
二
、
第
一
一
一
の
二
十
分
の
一
税
を
重
ね
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る

Q
B匂
合
骨
百
円
γ

な
に
よ

し
か
し
、

21句
。
印
-
立
。
ロ
)

0

こ
の
よ
う
に
予
納
制
は
二
十
分
の
一
税
の
性
格
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
が
、

(
二
十
分
の
一
税
の
税
収
に
つ
い
て

り
も
王
権
に
と
っ
て
は
要
求
し
た
税
額
を
獲
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
危
険
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

は
表
側
参
照
)

旦韮
崎
町
顧
問(

1

)

固
め
口
同
日
明
H
?
と
-
o
h
d
E
H
E込
町
始
時
町
市
丸
市
句
、
h
H
b
h
詰
問
(
同
町
句
む
I
N
u
v
h
uも
)

日
甲
山
山

uw
一行・
H
-
H
M
・
HUH-

(
2〉

A
州
三
部
会
の
特
権
身
分
は
、
十
分
の
一
税
を
予
納
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
貴
族
の
財
政
的
特
権
の
侵
害
を
承
認
す
る
よ
り
も
、
そ
の
廃
止
が
近

い
将
来
に
約
束
さ
れ
て
い
る
束
の
間
の
租
税
の
直
接
徴
税
を
こ
う
む
る
こ

と
の
方
を
明
ら
か
に
好
ん
だ
の
で
あ
る
V

K

F
・
H
N
h
U
L
-
-
o
p

。b
・
3H-u
同
】
-

M
h
p
串・

(
3
)

一
七
一

O
年
の
十
分
の
一
税
に
関
し
て
は
、
徴
税
名
簿
の
総
額
は
分

か
る
が
、
徴
税
名
簿
の
原
本
、
得
ら
れ
た
申
告
書
は
失
わ
れ
て
い
る
た
め

実
態
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
一
七
一

O
年
の
も
の
に
関
し
て
は
、

十
分
の
一
税
を
予
約
す
る
場
合
の
資
料
と
し
て
、
一
七
回
一
年
に

A
の
O
B
B古
田
芯
ロ
日
三
R
B
E
E
B
V
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

A
F
Sロ・

4
[

回目
H
O
m

仏
巾
田
釦
ロ
ロ
目
。
回
目
円
。
]
巾
曲
。
同
℃
同
日
比
O
H
m
w
n
o
口口ぬ門口問ロ
H
-
同]⑦〈
hvo
門
}
戸

内出

H
5
5
0
仏。-吋
-
o
l
H
2
H
O
H
L
o
-
u
m
ロロ
m
w
o
-
a
h
F
M
V

か
ら
知
る
の
み
で

あ
る
と
い
う
。

-
N
P
R
W
]
M
-
U
吋M
-

(
4
)
L
S札
-w

日
以

-

U
吋
M
-

(
5〉
K
F
H
n
r
・
口
問
了
。
叫

H
U
H
-
n
F

唱
え
〉
・
同
日
o
n
r
p
c』守・円九
h
・・
]
V

・

s・

更
に
、
プ
ェ
ラ
ン
は
財
務
総
監
に
、
入
高
等
法
院
の
多
数
の
司
法
官
が

昨
年
一
月
一
日
ま
で
五
期
分
の
十
分
の
一
税
を
支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、
あ
な
た
が
ブ
リ
ア
ツ
タ
(
切
ユ
F
釦
口
)
氏
へ
再
び
書
簡
を
送
る

労
を
と
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
存
じ
ま
す
V
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
プ
リ
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ア
ッ
タ
は
滋
昨
吋
の
レ

γ
ヌ
策
等
法
院
第
一
回
間
借
闘
で
あ
る
。

の
崎
山
沼
山
y
n
x
'
M
M
M
H
H
，
〉
-
m
s
n
y
タ
鳥
海
・
内
h
h
G
M
M
・
S-

財
務
総
箆
デ
マ
レ
ハ

X
5
5
0
2
2
5
H曲
w

言
叶

A
5
診
認
知
即
日
目
。
σ
0
5
)

は
、
に
の
フ
ェ
ラ
ン
の
護
衛
に
つ
い
て
次
の
い
掛
く
澗
訟
を
加
え
て
い
る
。

ム
レ

γ
買
の
高
等
法
錠
は
、
他
の
隊
等
法
院
が
ま
っ
先
に
お
己
の
申
血
口
を

捻
出
し
た
如
く
、
州
会
俸
に
絡
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。
間
同

ま
は
、
雨
前
世
小
に
そ
っ
た
者
と
い
ま
だ
そ
う
せ
ず
に
い
る
者
と
の
名
簿
会
災

下
に
繁
求
ず
る
よ
う
に
、
相
執
に
A
W
じ
ら
れ
た
。

l
i
s以
上
、
ブ
ェ
ヲ
ン
氏

宛
。
彼
m
v
意
見
に
従
っ
て
第
一
長
官
に
議
縮
問
一
を
送
る
こ
と

V
〉
・
ヌ
・
松

岡W
Q
山ω
M
U
g
w
mり
も
ミ
同
師
、
。
添
え
室
内
時
弘
司
h

h

S
マ
ミ
室
、
臼

hhv苫
炉
、
災
浜
野
師
L
J刊
誌
平

詰
念
日
間
島
怠
注
目
、
抽
な
Hh胤
刊
誌
え
偽
造
Jh
師
、
島
知
、
『
一
色
巴
九
器
内
h
h
p

デ
ロ
一
一
戸
阿
部
首
吋
e
日v
'
U
吋P
H
H
O

U
∞品・

ハ
る
〉
開
制
匂
同
mv
三
-
-
p
b
b
'
n弘
同
二
帥
M
W
M
M
E

日明中・

ハ
7
〉
〉
'
m
h
v
r山
口
語
H
r
む
も
・
町
一
次
3
M
M
-
回、叫
M
-

(
B〉

L

安
h
N
U
M
M
・
W
3・

ハ
ヲ
〉

h
r
ζ

・
影
山
凶
o
-
m
Z出
向

p
b、，
h
た
よ
目
当
事
ど
唱
i
M
O
W

同M
D

∞3
・

(
m
w
)

〉
3

7

5

y

q

H

唱
uw

ロ戸時・

MM
肺
門
〉
・
制
洲
町
g
n
r
w

色、
.
h
h同よ

}
M
b
M払
O
w

p
ハい~〉

〈
H
U
〉
〉
・
岡
山
酔
ゲ
ニ
ゲ
HM
幡
町
、
舗
な
?
]
V
U
吋一戸

(
臼
〉
同
役
一
九
S
M
V
U
-
P

ハ
日
〉
九
戸
-
M
同町
o
n
r
F
a
b
-

同鴨川よ問》吋
v
・
M
M
l
M
い山・

〈
け
円

)
H
-宮
、
よ
附
M
-
M
M
e

〉

2
7・
口
氏
よ

北
大
文
学
部
紀
要

ハぱ

M
V
A原
則
は
緩
秀
で
ら
っ
た
が
、
実
絡
は
み
じ
め
な
も
の
で
あ
っ
た

V

H
F相、
3
M
M
M
V
・∞
l
w
-

ハ
げ
同
〉
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
に
開
閉
す
る
プ
ぢ
一
一
一
ι85651
一
一
}
一
、
…
七
…
凶

i
一
五
、

一
七
二
八

i
ブ
必
俸
の
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
}
会
計
年
度
(
ブ
ル
タ
i
品

品

で
は
州
一
広
報
部
会
の
開
催
間
隔
に
応
じ
て
二
年
。
ふ
一
会
計
年
愛
で
ふ
め
る
)
の

絞
税
額
か
ら
平
均
し
て
お
十
綴
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
金
額
は
〉

-m小
zr

-cHM
・也、
-nhpw

℃
-

U
仇∞

c

。
…
フ
ラ
ン
ス
m
v
A
瓦
績
は
財
務
総
滋
羽
織
例
議
に
よ
る

j
p
問
。
n
y
p
色
、
.
ミ
F
U

同

M
-
M
K
F
H
Y
ハ日

γ

(
げ
〉
吋
開
設
終
判
例
」
と
「
予
納
鋭
い
の
州
側
遂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
「
災
問
問
」

は
州
三
部
会
が
自
己
の
防
政
議
慾
な
い
し
ね
地
位
淡
に
よ
っ
て
…
定
帽
献
を
納
入

し
特
定
の
剥
税
務
の
免
税
会
獲
得
す
る
も
の
で
ら
る
。
従
っ
て
、
会
抽
制
緩
榔
繊

維
知
潔
か
ら
の
徴
税
は
な
さ
れ
な
い
。
後
方
「
予
約
判
例
」
に
お
い
て
は
徴
税

が
免
徐
さ
れ
ず
、
中
品
巾
米
山
u
、
玉
閣
の
徴
税
隠
〈
偶
h
V

同
同
小
門
間
以
仏
関
)
に
お
け
る

の
と
均
一
隊
創
で
叫
徴
税
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
ら
っ
て
、
ぷ
一
一
一
部
会
は

約
策
さ
れ
た
一
定
額
を
二
…
品
期
間
内
に
支
払
う
に
す
家
公
い
'
も
の
で
あ

る
。
〉
-MNhvσ
即日目
CHM
・
也
、
.
円
九
Hav

℃℃・

3
0
j
回目・

(泌〉

L
P
R
U
叫

Y
U
8・

〈
mm》
州
三
掠
開
会
は
二
年
ん
慨
に
、
一
還
問
程
度
の
会
期
マ
閥
開
催
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
本
来
、
行
政
約
機
綴
合
欠
い
て
い
た
ム
(
U
0
5
m
gふ
む
治

山
口
仲
持
活
M
p
b弘
g
M
V
は
、
体
会
期
間
中
も
設
置
さ
れ
て
い
る
〈
従
っ
て
写

仲O
H
S
F
L
E
ほ
〉
劇
的
殺
の
委
員
会
で
あ
っ
て
、
レ

γ
芦
に
お
か
れ
た
A
刊の

c
g‘
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ブ
ル
タ

i
一
二
に
お
け
る
新
税

H
出
向
指
ゑ
O
M
M
Z
窓
口
出
掛
《
虫
色

BMV
に
糾
均
し
て
、
そ
の
下
部
蜘
問
機
と
し
て
令
一
一
町
教

区
に

A
α
5
8
2
j
E
2
P
E
E
M
V
が
搬
は
か
れ
、
更
に
、
そ
の
一
?
に
遼
終
議

信
呂
H
A
刊
の
0
2
g
H
V
G
M
M
門
戸
総
丘
町
MV
げ
か
波
間
獲
さ
れ
る
と
い
う
後
経
約
機
様
で
あ

る
。
か
か
る

A
の
母
g
g
u
a
C
M
M
S
Z
吋
g
h
r
丸
山
部

HBMV
の
羽
目
立
に
よ
っ
て
¥

組
問
は
、
初
め
て
財
務
行
政
を
十
分
に
巣
た
し
終
る
能
力
会
持
つ
に
至
っ
た

と
い
う
こ
と
バ
か
で
き
る
。

A

ハ
門
U
3
g
同
広
務
ル
Oロ
g
仲良
gmv門出血亡命
wv
に
つ
い
て
織
間
以
午
に
は
、
ヘ
r
H
a
z
H
ず

さ
噌
同
宣
ミ
ヌ
回
毎

N凶苫
hah
刊誌
w
日
唱

U

N

3
・
H
u
a
i
u
p

な
お
、
ム
ハ
U
C
窓
口
同
町
三
C
M
M
V
n
り
成
交
篠
崎
間
に
つ
い
て
は
、
凡
グ
阿
山
小
山
w
ニ-
o
p

h
時

抗

体

Hh州
h
h
A尚
凶
功
、
九
町
一
品

Ah詰
F
H
M
M
Y
M
W
C
j
U
H
N
・
削
γ
H
H
り
M
q
m
w
〈
即
日
目
p
b
b
-
h九九戸
w
け){'

H》問
M-u-A山市門日出向ぐよい山hmHeelふ吋・

〈
お
)
〉
-
m
h
r日
比
二
弔
問
r
h
s
h
m
x
p
閉

v
-
u
a
a

〈
幻
〉

LS丸
-
w
H
F
M
3
・

ハ辺
)

ι

1

段
、
-w
下山山一示・

レ
γ
ヌ
司
教
か
ら
財
務
総
際
オ
ル
リ

i

ハ
O
吋
ミ
)
へ
の
畳
一
日
協
同
三
七
三

洲
一
年
七
月
二
七
日
付
〉
、
久
訟
が
な
し
た
お
芦
田
由
。
l
M
w
g
g
出
器
辺
境
地
方
へ

の
巡
閉
山
山
弘
、
車
会
合
期
待
し
う
る
理
由
が
会
く
な
い
こ
と
合
間
間
際
に
矧
結
後

さ
せ
た

V

ま
た
、
州
一
一
一
部
会
の
剣
務
官
公
み

g
吋
目
立
制
ん
V
H
H
h
r
H
m
C

ボ
ワ

γ
エ
ー
ル

ハ問

waaE円
。
〉
同
川
、
…
七
玄
関
取
十
一
一
月
三
日
に
次
の
よ
う
に
付
設
し
て
い

る
。
ふ
れ
1

2
ッ

ジ

笠

γ
は
十
分
の
…
綴
の
徴
収
合
検
討
す
る
た
め
に
、

-m

、
、
、
、
、
，
、
，

使
間
m'敬

和

吋

え

た

後

、

恐

設

的

別

々

仕

方

せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
V
h
M
.列
g
n
y
タ
c
b
司

M
F
附

MMV・広明l吋
0
・

〈
幻
〉
k
r
H
N骨
ゲ
忠
実
ど

h
a
N
凶
設
同
h
u
門
戸
間
以
・

〈
川
政
〉
同
役
人
"
ヲ
一
同
志
-

(
お
〉
L
g
h
k・噂

H
Y
M吋巾
ve

ハ灯油〉

L
G
広場
MM-
沼
0
・

〈
幻
)
〉
門
n
r
・
出
m
w
f
〉
U
H
u
p
み

{
)
M
w
n
x
e
H
M
W
吋
〉
帯
同
-
c
n
M
M
O
u
。
、
-
S
F
予

品

w・
常
設
記
の
年
間
坊
は
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
…
税
に
関
ず
る
一
ム
ム
ム
官
発
布
の
ん
此
ー
を
一
次

す。徴
税
実
披
州
刑
務
は
、
了
七
三
一
二
年
十
分
の
一
殺
に
関
し
て
は
一
七
三
印
刷
γ

か
ら
一
一
二
八
年
ま
目
下
旬
、
一
七
問
問
一
傘
十
分
の
一
一
税
に
関
し
て
は
一
七
隠
一
年

か
ら
四
八
年
ま
で
で
あ
る
。

(
叩
必
)
叩
ゃ
ん
協
恨
の
意
図
け
か
制
判
明
す
る
と
問
時
に
齢
制
緩
が
ら
る
。
ふ
れ
州
一
二
郎
叫
ん
以
め

愛
人
が
、
二
十
分
の
一
緩
め
ゑ
認
は
…
一
一
総
会
か
ら
力
安
も
っ
て
緩
い
と
ら

れ
た
も
の
だ
。
十
分
の
…
税
は
災
際
に
は
純
粋
か
つ
挙
拙
械
に
ニ
十
分
の
一

税
め
名
で
総
統
火
切
れ
た
も
の
だ
と
い
う
燃
必
ず
振
り
機
か
せ
、
或
い
は
振
り

撒
い
た

MV州
内
同
，
Hφ

〈
山
口
タ
。
b
-
n
p
e
仲

MW}yk同品凡ヂ

(
m
U
〉
財
務
総
長
マ
シ
ョ
ー
よ
れ
〆
レ

γ
ヌ
肉
料
収
ヴ
オ
レ
ア
ル
(
ぐ
向
邸
内
炉
問
日
)

へ
の
書
簡
士
七
五

O
匁
一
(
)
月
一
一
…
一
日
付
〉
に
よ
れ
ば
、
入
閣
主
の
窓

図
は
、
ヅ
ル
タ

l

品
且
に
お
け
る
こ
十
分
の
一
税
の
徴
的
棋
に
関
し
て
特
別
加

な
法
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
王
国
全
体
に
ふ
お
い
て
防
災
施
さ
れ
て
い
る
も

の
と
部
門
じ
線
路
を
ブ
ル
タ

i
ニ

に

確

立

す

る

ζ

主
で
あ
る

V
〉

R
Y
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S
F
祖
国
U
M
U
U
ロ
ュ
・
官
同
国
・
m
，
み
え
-
-
o
q
h
u
・
丘
町
-
w
同
-
H
u
司
・
会
唱
・

a

(
珂
)
〉
・
同
h
V
E
-
-
o
p
h
g
m
H
白
同
M
W
]
V
U
8
・

(
引

λ
)
L
S
九
九
・
]
y
u
∞
品
・

(
党
)
日
付
は
一
七
五
三
年
一
一
月
一
一
一
日
。

〉
R
r・
円
山
小
日
u
・
L
W
H
目
立
目
〈
・
(
U
N
H
品
川
y
n
-
F
百
貨
〉
・
同
φ
σ
己
-
c
p
h
h
h
H
山
吉
岡
h
w

古

-u∞Apwロ・(M市川)・

(
m
u
)
〉
-
H
凶
h
v
σ
ニ
-
c
p
h
s
h
H
白
H
P
-
v
・
山
山
∞
4
・

(
U
A
〉
h
h
w
九
九
u
-
y
u
∞
血
・

申
告
書
は
八
殆
ん
ど
九
て
不
完
全
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
一
証

拠
書
類
を
伴
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
司
教
区
、
小
教
区
毎
に

区
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
混
乱
し
て
お
り
、
一
つ
の
綴
り
(
門
田
区
間
円
)

で
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
一
七
回
九
年
の
十
分
の
一
税
、
一
七

五

O
年
の
二
十
分
の
一
税
の
徴
税
名
簿
番
号
を
記
載
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
り
、
旧
名
簿
に
お
い
て
課
税
さ
れ
た
所
有
権
者
に
つ
い
て
記
載
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
V
。

ヴ
ィ
ア
ル
ム
9
2
2
H
F
L
白
〈
耳
目
白
)
|
|
ア
シ
タ

γ
ダ
ゾ
ー
ー
ー
よ

り
財
務
総
監
宛
の
書
簡
(
一
七
五
二
年
日
付
な
し
)

〉
2
r・
口
問
F
V
E
-
U
M
N
n
F
宮
門
戸
閉
，
H
小
i
-
-
m
w
宰
・
町
九
円
・
・
己
u
]
M
-
A
S
-
-

(
汚
)
〉
・
岡
山
小
ゲ
ニ
-
c
p
h
a
N山富
H
F
℃
・
山
山
由
h
p

〈

%
)
L
G
R
・
-
-
y
u
∞
u
・

(WM)L1~KA--u・吋山市山明・

(
叩
却

)
L
G
R
V
H
6
・
凶
∞
U
l
m
-

北
大
文
学
部
紀
要

(
m刀

)
L
Q九九
3

日

u-u∞臥・

(
m
G
L
G
N
R
U
H
M
-
u
∞
吋
・

(
川
引

)
i
1
h
v

九九
-
u
]
Y
U
2
・

但
し
、
一
七
五
三
年
の
課
税
額
が
、
レ
ピ
ヨ

γ
に
お
い
て
は
五
九
二
良
と

註
(
%
〉
で
引
用
し
た
五
八
五
頁
と
で
喰
い
違
い
が
あ
る
。
理
由
は
不
明
で

あ
る
。

(
m
u
)
H
E
R
-
]
u
.
u
∞
甲
・

(
A
U
)
入
一
七

O
四
年
四
月
の
王
令
に
よ
っ
て
、
王
権
は
タ
イ
ユ
課
税
地
方

(
宮
M
a
s
-
-
}
同
E
o
m
)
の
徴
税
区
s
r
ロ
巳

05)
各
主
邑
及
び
ベ
イ
H
デ

タ
の
司
教
区
の
各
主
邑
に
シ
ュ
プ
デ
レ
ゲ
の
世
襲
官
職
を
創
設
し
た
V

国
・
明
，
H
小
一
三
-
-
m
w
。
、
・
3
H
4
F
H
U
七
-
∞
M
-

プ
ル
タ

I
ニ
ュ
に
お
い
て
シ
ュ
プ
デ
レ
ゲ
官
職
購
入
者
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
し
か
し

A
シ
ュ
プ
デ
レ
ゲ
は
、
官
職
購
入
者
で
あ

る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
一
般
に
、
官
職
守
口
r
g
)
と
し
て
シ
ュ
プ
デ
レ

ゲ
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
名
誉
と
特
権
を
要
求
し
た
V
H
E札
-w日】・

2-

(
M
n
)
〉
-
H
N
h
u
u
E
C
P
h
h
h
m
h
色
町
♂
日
u
-
U
U
M
-

(

の

)

』

1bwn円切

]u・四百円・

不
動
産
二
十
分
の
一
税
が
圧
倒
的
部
分
を
占
め
、
商
工
業
二
十
分
の
一
が

少
額
の
税
収
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
全
国
的
に
も
同

様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
七
六

O
年
の
ベ
イ
H
デ
レ
ク
シ
ョ

γ
の
税
収
を

見
れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

附
不
動
産
二
十
分
の
一
税
。
約
千
二
百
五
十
二
刀
リ

l
ワ
ル
。
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ブ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
お
け
る
新
税

同
官
職
・
動
産
二
十
分
の
一
税
。
約
四
十
四
万
リ
ー
グ
ル
。

州
商
工
業
二
十
分
の
一
税
。
約
七
十
一
万
リ
ー
グ
ル
。

〉

-MNZ口
r
p
。』守・門戸・

MM・九山∞
w

ロ・(日)・

(

U
叩

)

〉

-
H
同

h
v
z
z
o
p
h
a
eミ
h
w
H
U

・四百円・

(
円
引

)
h
h
a
.
、-
w
H
ν

・四一
uu
・

(
岬
叩
)
入
。
。

g
g
g曲
目
。
ロ
仲
良
25mV《凶即日目
H
O

の
中
央
事
務
局
と
の
O

B
白山田弘。目

ロ
由
佳
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十
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の
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は
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す
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あ
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わ
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あ
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。
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す
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め
に
こ
れ
ら
新
税
に
は
近
代
的
、
合
理
的
性
格
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
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接
税
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身
分
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要
因
に

よ
っ
て
制
約
を
こ
う
む
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
1
1
1
個
人
に
お
い
て
は
免
税
特
権
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滞
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れ
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。
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の
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得
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す
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っ
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。
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も
の
と
な
る
。
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